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後
藤
儀
八　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
分

　
　
　
　
　
　

御
役
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
段
蔵　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
山
永
助　

印

（
二
二
九
）

　
　
　
　
　

奉
願
候
口
上
之
覚

去
ル
六
日
未
明
、
御
当
所
字
柳
生
古
井
内
へ
誰
や
ら
落
入
候
者
有
之
、
井
内
よ
り
幽
ニ
声
ヲ
発
候
ヲ
、
通
リ
之
衆
被
聞

付
、
早
速
御
大
勢
御
指
出
御
精
々
御
助
揚
被
下
候
内
せ
ひ
尽
相
果
、
右
之
者
旅
人
体
に
て
四
ツ
倉
浜
鈴
木
茂
七
よ
り
水

戸
御
領
久
慈
村
青
山
藤
兵
衛
方
へ
之
書
状
所
持
ニ
付
、
早
刻
茂
七
并
四
ツ
倉
浜＊

名
主
中
江
飛
脚
御
指
立
為
御
知
被
成
候

付
、
右
浜
名
主
中
去
ル
六
日
よ
り
八
日
朝
迄
村
中
相
糺
候
処
、
四
ツ
倉
之
者
ニ
無
之
、
尚
又
藤
兵
衛
存
候
向
も
指
当
リ

無
之
旨
申
来
、
右
ニ
付
去
ル
八
日
青
山
藤
兵
衛
方
へ
飛
脚
ヲ
以
為
御
知
被
下
、
右
人
相
之
者
心
当
有
之
候
ハ
丶
早
速
親

族
爰＊

元
へ
罷
越
死
骸
見
届
候
様
被
仰
越
候
ニ
付
、
私
共
近
々
罷
越
死
骸
見
届
候
処
、
当
浜
吉
之
平
ニ
相
違
無
之
、
惣
身

無
疵
疑
敷
死
体
ニ
も
無
御
座
全
ク
狐
狸
ニ
引
廻
さ
れ
候
儀
と
奉
存
候
、勿
論
同
人
事
兼
而
右

（
大
ヵ
）酒
ヲ
望
、乱
心
之
持
病
折
々

指
発
、
此
儀
親
族
共
兼
々
案
事
罷
有
候
、
吉
之
平
引
揚
之
節
御
精
々
被
下
、
死
後
之
儀
に
て
御
念＊

頃
ニ
御
厄
介
ニ
罷
成

難
有
仕
合
奉
存
候
、右
之
次
第
ニ
御
座
候
へ
ハ
、吉
之
平
死
去
之
儀
ニ
付
、私
共
御
疑
申
上
候
儀
毛
頭
無
御
座
候
ニ
付
、

右
死
骸
私
共
江
御
渡
被
下
候
様
偏
ニ
奉
願
候
、
此
段
差
兼
私
共
罷
越
印
形
持
参
不
仕
候
ニ
付
爪＊

印
ヲ
以
奉
願
候
、
何
分

御
取
成
筋　

御
役
所
様
へ
被
仰
上
可
被
下
奉
頼
候
、
以
上

　
　
　

文
化
六
巳
年
三
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
慈
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
之
平
倅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
之
平　

爪
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
十　
　

爪
印

（
二
二
九
）

＊
浜
名
主　

浜
庄
屋
の
こ
と
。
漁
村
に
は

普
通
庄
屋
で
あ
る
岡
庄
屋
と
と
も
に
船

庄
屋
が
浜
庄
屋
と
し
て
お
か
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
浜
庄
屋
が
浜
名
主
に
あ
た
る
。

（
四
九
三
）
船
庄
屋
を
参
照
。

＊
爰
元　

こ
こ
も
と
。
此
許
。
爰
許
と
も

書
く
。
他
称
で
貴
方
の
意
、
自
称
で
自
分

の
方
、
こ
の
場
所
の
意
味
が
あ
る
。

＊
念
頃　

ね
ん
ご
ろ
。
懇
ろ
、
親
切
、
て

い
ね
い
。

＊
爪
印　

つ
め
い
ん
。
詰
判
と
も
。
紙
に

爪
の
押
し
跡
を
し
る
す
も
の
と
指
頭
に
印

肉
を
つ
け
、
文
書
の
自
分
の
名
前
の
下
に

押
し
て
証
と
し
た
も
の
と
二
通
り
あ
る
。
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同
人
妹
聟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
三
郎　

爪
印

　
　
　
　
　
　

内
藤
播
磨
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　

御
館
下
御
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
平
権
次
郎
殿

（
二
三
〇
）

以
廻
状
得
御
意
候
、
支
配
永
作
左
吉
へ
別
紙
写
之
通
御
ほ
う
ひ
被
下
置
、
於
拙
者
ニ
難
有
仕
合
奉
存
候
、
御
覧
御
世
話

な
か
ら
御
順
達
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
儀
兵
衛

　
　
　
　
　
　

九
郡
并
見
習
中
宛

一
、百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
儀
兵
衛
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
方
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
作
左
吉

右
者
、
去
々
卯
年
御
借
上
ニ
付
収
納
辻
等
之
義
懸
リ
申
付
、
為
取
扱
候
処
臨
時
之
義
別
而
骨
折
致
太
儀
候
由
相
聞
候
ニ

付
、
為
御
褒
美
本
文
之
通
被
下
置
候
条
為
取
可
申
事

（
二
三
一―

一
）

扱
下
額
田
村
久
三
郎
と
申
者
、
飯
島
器
八
宅
ニ
而
博
奕
い
た
し
候
由
御
掛
ケ
御
座
候
付
内
々
為
相
糺
候
所
、
遠
路
之
事

故
相
分
兼
候
趣
委
細
先
達
而
申
上
候
所
、
本
糺
之
上
刑
目
論
相
伺
候
様
御
達
ニ
付
穿
鑿
為
仕
候
所
、
去
八
月
中
新
町
ニ

お
ゐ
て
中＊

石
崎
村
久
吉
等
と
博
奕
い
た
し
候
而
已
屋
敷
等
ニ
而
相
加
リ
候
儀
無
之
旨
ヲ
申
張
候
ニ
付
強＊

縄
を
以
相
糺
候

へ
ハ
、
去
二
月
頃
大
場
村
等
ニ
而
致
博
奕
候
儀
ハ
御
座
候
へ
と
も
其
外
脇
合
ニ
而
博
奕
江
拘
リ
候
儀
決
而
無
之
旨
、
委

細
ハ
別
冊
口
書
之
通
申
述
候
所
、
浜
田
等
扱
に
て
拘
リ
人
御
座
候
間
申
合
せ
相
糺
可
申
候
得
と
も
、
先
ツ
口
書
指
出
入

（
二
三
一―

一
）

＊
中
石
崎
村　

な
か
い
し
ざ
き
村
（
茨
城

郡
）。
現
東
茨
城
郡
茨
城
町
中
石
崎
。
涸

沼
の
北
岸
に
位
置
す
る
。

＊
強
縄　

罪
状
を
白
状
さ
せ
る
た
め
縄
を

強
く
縛
り
上
げ
る
こ
と
。
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御
覧
候
条
、
早
速
御
下
ケ
可
被
下
候
、
仍
而
此
段
申
上
候
、
已
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
三
一―
二
）

以
書
付
致
啓
上
候
、
扱
下
額
田
村
久
三
郎
と
申
も
の
、
去
八
月
頃
飯
島
器
八
宅
ニ
お
ゐ
て
博
奕
い
た
し
候
趣
穿
鑿
之
上

刑
目
論
指
出
候
様
御
奉
行
衆
よ
り
御
達
御
座
候
ニ
付
、
為
相
糺
候
所
、
委
細
ハ
別
冊
口
書
之
通
申
述
候
得
と
も
、
御
扱

下
等
拘
リ
人
も
御
座
候
間
、
一
巻
相
添
御
心
得
ニ
掛
御
目
候
条
御
覧
後
、
権
蔵
殿
へ
被
仰
合
御
指
出
被
下
候
様
い
た
し

度
、
此
段
得
御
意
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
二
三
二―

一
）

　
　
　
　
　

乍
恐
書
付
ヲ
以
奉
御
訴
申
上
候
事

一
、
年
頃
三
十
七
八　
　

一
、
丸
か
ほ
に
て
こ
い
か
た
ち

一
、
せ（

背
）い
高
キ
方　
　
　

一
、
上
着
内
子
色
花
色
無
地

一
、
下
着
袷
ニ
単
も
の　

一
、
萌
黄
大
島
之
風
呂
敷
壱
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
、
包
も
の
な
し

一
、
わ（

脇

差

）

き
さ
し
長
弐
尺
余

　
　
　
　
　

但
、
縁
頭
と
も
ニ
赤
金
無
地

　
　
　

き
や
は
ん
計
は
き
申
候

右
ハ
逃
去
リ
候
も
の
容
体

　
　
　

持
道
具
失
念
之
品

一
、
と（

砥
）壱
ツ　
　
　
　
　

一
、
小
が（

刀

）
た
な
壱
本
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一
、
長
の（

鑿
）ミ
之
形
長
七
八
寸　
　
　

〆
三
品

　
　

是
ハ
逃
去
申
候
跡
に
て
見
付
候
所
持
之
品
失
念
之
分

　
　
　

盗
ま
れ
弐
品

一
、
夜
着
壱
ツ

　
　
　

但
、
花
い
ろ
に
て
紋
桑
之
内
ニ
桔
梗
う
ら
千
草

一
、
同
壱
ツ

　
　
　

但
、
た
て
大
島
う
ら
は
ぬ
い
も
の

一
、
ふ
と
ん
壱
ツ

　
　
　

但
、
表
大
し
ま
う
ら
か
き
か
た
つ
き

　
　

〆
三
品
被
盗
候
品

右
ハ
、
昨
十
一
日
七
ツ
半
時
、
当
村
助
重
与
申
者
所
へ
罷
越
、
水
戸
表
よ
り
手
綱
ま
て
罷
通
候
職
人
之
よ
し
、
雨
天
に

て
雨
具
も
所
持
不
致
甚
こ
ま
り
申
候
、
乍
去
刻
限
も
早
く
御
座
候
得
と
も
右
之
次
第
故
、
今
夕
一
宿
為
致
呉
候
様
申
付

泊
置
候
得
ハ
、
昨
夜
右
之
品
持
逃
ケ
に
被
致
行
衛
相
知
レ
不
申
、
右
之
段
御
訴
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　

文
化
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
神
外
宿
村

　
　
　
　
　
　

巳
三
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

四
人　

印

　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

（
二
三
二―

二
）

　
　
　
　
　

覚

一
、
夜
着
壱
ツ　
　

但
、
花
色
紋
桔
梗
裏
千
草

一
、
同　

壱
ツ　
　

但
、
竪
大
嶋
裏
は
ぬ
い
も
の



226

一
、
蒲
団
壱
ツ　
　

但
、
表
大
嶋
裏
か
き
形
付

　

〆
三
品

右
、
扱
下
石
神
外
宿
村
介
十
与
申
者
方
へ
、
去
ル
十
一
日
手
綱（

縄
）辺
へ
罷
通
候
職
人
之
由
ニ
而
壱
宿
為
致
候
所
、
其
夜
前

書
之
品
々
持
逃
候
付
、
所
々
手
訳
致
シ
相
尋
候
へ
共
行
衛
不
相
知
由
訴
申
出
候
間
、
此
上
於
役
所
も
質
屋
等
相
糺
、
当

（
尚
カ
）

又
同
役
共
へ
も
申
合
候
様
仕
候
へ
共
、
此
段
御
心
得
ニ
申
上
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
三
二―

三
）

以　

廻
状
得
御
意
候
、
石
神
外
宿
村
介
十
と
申
者
方
へ
泊
リ
候
旅
人
、
去
ル
十
一
日
持
逃
致
候
段
別
紙
之
通
訴
申
出
候

付
、
御
申
合
致
シ
質
屋
等
心
を
附
可
申
段
、
御
奉
行
衆
へ
も
申
出
候
間
、
乍
御
世
話
大
御
山
守
・
御
山
横
目
と
も
へ
御

触
出
可
被
下
候
、
御
覧
御
順
達
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

（
二
三
三―

一
）

　
　
　
　
　

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
願
上
候
事

一
、
高
弐
石
八
斗
四
升
六
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滑
川
村

　
　
　
　

内
四
斗
九
升
四
合
荒
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
次
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
四
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
房
の
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

四
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
子
庄
介
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〃　

十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
子
米
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

十
壱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
子
留
之
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

六
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
子
は
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
者
、
当
正
月
廿
三
日
出
生
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
別
〆
七
人　
　
　
　
　
　

母　

な
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
男
四
人　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

七
十
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
三
人

右
新
次
兵
衛
義
、
往
元
極
窮
ニ
而
生
得
病
身
ニ
御
座
候
得
共
、
前
書
之
通
家
内
人
別
も
大
勢
ニ
有
之
候
得
者
、
三
四
ケ

年
已
前
迄
ハ
農
業
賢
ク
ハ
致
兼
候
得
共
、
夫
々
ニ
仕
取
続
罷
有
候
所
、
去
辰
二
月
よ
り
中＊

風
之
気
味
ニ
而
一
向
ニ
働
罷

成
不
申
ニ
付
、
村
役
人
執
計
ニ
而
定＊

使
為
相
勤
置
候
所
、
去
秋
中
よ
り
歩
行
不
自
由
而
已
な
ら
ず
愚＊

（
鈍
）団
ニ
罷
成
候
而
、

更
ニ
用
不
足
リ
時
々
上
納
催
促
并
人
足
等
宛
候
ニ
も
女
房
ヲ
召
仕
夜
分
抔
ハ
組
頭
直
々
相
廻
リ
御
用
向
相
運
指
引
為
相

勤
置
候
所
ニ
、
女
房
義
も
此
度
出
生
之
子
有
之
候
得
者
、
定
使
も
不
相
叶
、
惣
料（
領
）男
子
ハ
生
得
病
身
之
上
大
馬
鹿
ニ
有

之
付
、
所
々
江
子
守
等
ニ
貸
候
而
も
五
日
者
被
指
置
兼
候
体
ニ
御
座
候
得
ハ
、
何
之
用
ニ
も
不
足
リ
者
ニ
御
座
候
、
家

内
中
ニ
而
壱
人
も
本
渡
ニ
挊＊

仕
者
無
之
候
得
ハ
、
皆
々
赤
身
之
出
候
襤＊

褸
ヲ
被
、
破
家
ヲ
莚
菰
を
以
囲
誠
に
目
も
不
当

風
情
ニ
御
座
候
得
者
、
村
役
人
之
我
々
共
不
便
弥
増
、
是
迄
ハ
取
続
指
置
候
得
と
も
前
書
之
通
大
勢
之
竃＊

、
殊
ニ
何
之

弁
も
無
キ
幼
年
并
馬
鹿
者
と
も
ニ
御
座
候
得
者
、
喰
物
等
ハ
人
並
ニ
而
如
何
様
ニ
も
相
届
不
申
候
、
依
而
重
キ
御
苦
難

之
程
も
不
奉
顧
恐
入
候
得
と
も
奉
願
上
候
者
、
右
之
者
と
も
身
命
為
相
繋
候
程
之
何
れ
ニ
も
御
見
分
被
下
置
候
而
御
救

（
二
三
三―

一
）

＊
中
風　

ち
ゅ
う
ふ
う
。
半
身
の
不
随
。

う
で
や
足
の
麻
痺
す
る
病
気
。

＊
定
使　

じ
ょ
う
ず
か
い
。
名
主
・
庄
屋

か
ら
、
村
民
へ
触
書
な
ど
を
伝
え
る
小
間

使
い
。給
金
は
村
入
用
か
ら
支
払
わ
れ
た
。

定
夫
と
も
い
う
。

＊
愚
団　

愚
鈍
（
ぐ
ど
ん
）
の
意
。
無
知

で
判
断
力
の
な
い
こ
と
。

＊
挊　

か
せ
ぎ
。
稼
と
も
書
く
。
仕
事
に

励
み
、
物
品
・
賃
金
な
ど
収
入
を
得
る
こ

と
。

＊
襤
褸　

ら
ん
る
。
着
古
し
て
破
れ
た
衣

服
。
ま
た
、
つ
ぎ
だ
ら
け
の
衣
服
。

＊
竈　

か
ま
ど
。
釜
を
か
け
る
所
。
転
じ

て
生
活
の
拠
点
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
家
、

所
帯
を
数
え
る
所
帯
の
意
味
。
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奉
願
上
候
、
役
人
之
我
々
と
も
不
及
慚
稽（

マ
マ
）ニ
奉
願
上
候
御
義
ニ
御
座
候
間
、
御
救
被
下
置
候
ハ
ヽ
当
人
不
及
申
上
村
役

人
一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
仍
而
如
件

　
　
　

文
化
六
年
巳
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滑＊

川
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭
四
人　

印

　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

（
二
三
三―

二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滑
川
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
次
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
房
の
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
子
庄
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
男
米
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
男
留
之
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
女
は
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
才

（
二
三
三―

一
）

＊
滑
川
村　

な
め
か
わ
村
（
多
賀
郡
）。

石
神
組
に
属
す
る
。
現
日
立
市
滑
川
町
・

滑
川
本
町
・
東
滑
川
町
。
多
賀
山
地
鞍
掛

山
の
東
麓
に
位
置
し
、
東
は
太
平
洋
に
臨

む
。
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母
な
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
十
七

右
之
者
、
往
元
極
窮
之
上
家
内
も
大
勢
ニ
而
及
飢
候
趣
願
出
候
付
、
為
相
糺
候
所
、
新
次
兵
衛
義
去
春
よ
り
類（

煩
）中
之
気

味
ニ
而
歩
行
も
相
成
か
ね
、
庄
介
義
ハ
生
得
病
身
之
上
馬
鹿
者
ニ
而
挊
も
不
相
成
、
其
外
ハ
老
少
之
も
の
ニ
而
、
漸
女

房
壱
人
之
働
を
以
是
迄
取
続
候
得
共
、
是
迚
も
当
春
出
生
之
子
有
之
、
如
何
様
ニ
も
経
営
相
成
兼
、
尤
宮
田
村
ニ
近
縁

御
座
候
間
、
次
男
米
次
郎
ヲ
引
取
役
介
仕
候
へ
と
も
、
是
迚
も
極
窮
ニ
而
外
々
之
も
の
合
力
迄
ニ
ハ
不
行
届
、
寔
ニ
艱

難
之
様
子
無
相
違
相
聞
候
間
、
女
房
并
次
男
ハ
相
除
キ
母
な
を
へ
ハ
来
月
朔
日
朝
よ
り
存
生
之
内
、
新
次
兵
衛
・
庄
介
・

留
之
介
・
は
る
へ
ハ
来
ル
酉
年
迄
五
ケ
年
之
内
、
御
救
御
扶
持
稗
被
下
置
候
様
仕
度
、
村
願
添
此
段
奉
伺
候
、
已
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
三
四
）

　
　
　
　
　

覚

文
金
、
弐
拾
弐
両
弐
分
鐚
壱
貫
五
拾
文
小
粒

　
　
　

此
手
形
壱
枚

　
　

是
者
、
村
々
御
立
山
江
植
立
候
杉
苗
御
買
上
代
・
苗　
　

植
立
人
足
日
雇
銭
等
受
取
之
分

文
金
、
拾
両
小
粒

　
　
　

此
手
形
壱
枚

　
　

是
者
、
右
同
断
、
当
巳
年
植
立
付
、
日
雇
銭
并
杉
苗
御
買
上
代
等
前
金
渡
リ
之
分

右
之
通
、
請
取
手
形
仕
出
候
条
御
加
裏
判
相
済
候
様
致
度
奉
存
候
、
此
段
吟
味
方
へ
も
御
断
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
三
五
）

以
書
付
啓
上
仕
候
、
追
々
暖
和
ニ
相
成
候
所
、
弥
御
安
泰
被
成
御
座
、
珍
重
之
御
儀
奉
存
候
、
然
者
太
田
村
御
城
中
へ
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此
度
御
殿
相
立
候
付
、
右
御
用
去
月
中
よ
り
私
右
場
所
へ
相
詰
居
候
所
、
其
御
筋
よ
り
七
り
ん
三
ツ
出
来
候
様
御
達
御

座
候
所
、
御
扱
下
白＊

羽
・
茅
根
両
村
之
内
ニ
石
御
座
候
所
、
石
切
私
方
よ
り
遣
シ
、
引
取
候
人
馬
も
此
方
よ
り
遣
候
而
、

右
石
に
て
三
ツ
為
切
申
度
候
所
、
御
相
対
に
て
不
罷
成
候
ハ
ヽ
追
御
断
御
廻
申
候
様
可
仕
候
間
、
村
方
へ
御
達
置
被
下

候
様
ニ
ハ
相
成
間
敷
や
、
為
御
問
合
如
此
御
座
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂＊

場
与
蔵

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

（
二
三
六
）

御
書
付
致
拝
見
候
、
暖
和
相
催
候
所
弥
御
安
静
奉
珍
重
候
、
然
者
太
田
仲
條　

御
殿
相
立
候
付
、
七＊

り
ん
三
ツ
出
来
候

様
其
筋
よ
り
御
達
候
所
、
扱
下
白
羽
・
茅
根
両
村
之
内
よ
り
石
為
御
取
被
成
度
旨
致
承
知
候
、
仍
而
ハ
右
村
方
へ
も
配

符
指
遣
候
間
、
切
取
も
の
へ
為
持
御
遣
為
御
取
被
成
候
様
ニ
と
存
候
、
併
追
而
之
見
合
ニ
も
相
成
候
間
、
追
而
御
断
御

廻
御
座
候
様
致
度
存
候
、
右
御
報
可
得
御
意
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

　
　
　
　
　
　

坂
場
与
蔵
様

（
二
三
七
）

御
書
付
致
拝
見
候
、
扱
下
上
高
場
村
喜
衛
門
三
男
清
五
郎
と
申
者
、
御
扱
下
中
根
村
嘉
平
娵
并
見
送
ニ
被
頼
候
源
蔵
と

申
者
へ
於
途
中
為
負
手
疵
、
其
場
逃
去
居
村
へ
罷
帰
居
候
趣
中
根
村
よ
り
訴
出
候
間
、
同
村
拘
リ
之
者
糺
御
懸
追
而
可

被
仰
聞
候
得
共
、
清
五
郎
義
者
早
速
召
捕
先
ツ
入
牢
申
付
置
候
様
委
細
被
仰
聞
候
付
、
早
速
一
咋
十
三
日
夜
支
配
指
出

喜
衛
門
宅
へ
罷
越
候
所
、
清
五
郎
義
者
去
月
廿
三
日
方
南
筋
へ
商
用
に
て
罷
出
候
由
ニ
而
不
罷
在
候
付
、
申
合
相
隠
候

哉
と
一
ト
通
糺
候
上
、
親
喜
衛
門
手
縄
申
付
置
候
、
則
別
紙
口
書
之
通
御
座
候
、
猶
手
筋
相
分
リ
之
儀
も
御
座
候
ハ
ヽ

被
仰
聞
候
様
致
度
候
、
右
御
答
旁
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
三
五
）

＊
白
羽
村　

し
ら
は
村
（
久
慈
郡
）。
石

神
組
に
属
す
る
。現
常
陸
太
田
市
白
羽
町
。

多
賀
山
地
の
西
側
の
丘
陵
が
、
里
川
の
渓

谷
と
接
す
る
台
地
上
に
位
置
す
る
。

＊
坂
場
与
蔵　

坂
場
意
時
。
号
は
流
謙
。

普
請
奉
行
。
坂
場
太
郎
衛
門
治
時
の
子
。

松
岡
郡
方
・
大
吟
味
方
を
勤
め
、
寛
政

十
二
年
に
は
紅
葉
郡
奉
行
小
宮
山
次
郎
衛

門
の
も
と
で
勤
め
、彼
に
民
富
論
を
説
き
、

同
郡
の
建
て
直
し
を
支
え
た
。
文
政
三
年

三
月
五
日
、七
一
歳
で
死
去
。
著
作
に『
国

用
秘
録
』
が
あ
る
。

（
二
三
六
）

＊
七
り
ん　

し
ち
り
ん
。
七
輪
。
七
厘
。

土
製
の
焜
炉
の
こ
と
。
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藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
二
三
八
）

　
　
　
　
　

三
月
十
六
日
仕
出
御
用

一
、
助
川
村
郷
士
長
山
半
大
夫
、
此
度
半
兵
衛
と
致
改
名
候
段
、
前
留
之
通
筋
々
へ
指
出
候
事

一
、
田
渡
村
こ
ふ
追
放
申
渡
書
写
、
前
留
之
通
御
目
付
方
へ
指
出
ス

一
、
上
高
場
村
清
五
郎
一
件
、
前
留
之
通
藤
田
次
郎
左
衛
門
方
へ
及
文
通
候
事

一
、
下
高
場
村
佐
次
衛
門
弁
納
御
延
御
達
書
返
上
、
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
高＊

原
村
病
死
人
之
儀
、
前
留
之
通
又
々
御
奉
行
衆
へ
指
出

一 

、
赤
林
八
郎
左
衛
門
殿
竹
木
手
形
相
廻
候
付
、
先
達
而
受
払
方
へ
廻
し
置
候
、
村
方
へ
之
証
文
封
込
返
書
遣
呉
候
様

支
配
よ
り
受
払
方
へ
申
遣
候
事

一
、
外
宿
被
盗
品
、
前
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
右
同
断
之
義
、
前
留
之
通
廻
状
仕
出
候
事

一
、
大
橋
村
立
具
師
吉
兵
衛
追
証
文
、
御
普
請
方
へ
相
廻
候
事

一 

、
蚕
種
紙
之
義
、
郷
村
触
之
義
廻
状　

一
、
常
福
寺
入＊

院
候
付
人
馬
御
断
仕
出
廻
状　

一
、
御
帰
国
ニ
付
、
黒
鍬
頭

鈴
木
専
衛
門
よ
り
懸
合
ニ
付
、
常＊

葉
組
仕
出
廻
状　

一
、
御
厩
方
納
槙
之
廻
状　

一
、
御
城
米
台
木
駄
賃
銭　

常
わ

組
仕
出
廻
状　

一
、
永
作
左
吉
御
褒
美
被
下
候
廻
状　

一
、
宝
性
院
様
納
槙
催
そ
く
の
廻
状　

一
、
御
目
録
廻
状
壱

袋　

一
、
瑞＊

龍
御
参
拝
取
計
廻
状　

〆　

宜
見
訳
先
々
へ
相
廻
候
様
遣
候
事

一
、
杉
苗
御
買
上
請
取
手
形
并
証
拠
書
付
共
四
枚

一
、
金
拾
両
右
同
断
、
当
年
分
前
金
請
取
手
形
壱
枚
手
形
御
断
共
御
加
裏
判
極
候
様
相
廻
候
事

一 

、
高
貫
御
立
山
へ
植
立
候
杉
苗
御
買
上
代
等
勘
定
仕
出
支
配
原
市
大
夫
よ
り
指
出
候
分
并
証
拠
書
共
三
枚
大
吟
味
方

へ
指
出
候
様
遣
候
事

一
、
大
谷
四
兵
衛
御
目
見
願
、
別
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

（
二
三
八
）

＊
高
原
村　

た
か
は
ら
村
（
多
賀
郡
）。

石
神
組
に
属
す
る
。
現
日
立
市
十
王
町
高

原
。
多
賀
山
地
丘
陵
上
位
置
し
、
村
の
北

寄
り
を
十
王
川
が
東
流
す
る
。

＊
入
院　

に
ゅ
う
い
ん
。
僧
が
寺
院
に
入

り
住
職
と
な
る
こ
と
。

＊
常
葉
組　

と
き
わ
ぐ
み
。
享
和
二
年
の

郡
制
改
革
に
よ
り
、常
葉
組
の
奉
行
所
は
、

水
戸
城
下
田
見
小
路
に
置
か
れ
、
支
配
す

る
村
々
は
、
茨
城
郡
一
一
ヶ
村
、
那
珂
郡

二
六
ヶ
村
、
計
三
七
ヶ
村
。
ほ
ぼ
現
在
の

水
戸
市
北
部
・
那
珂
市
東
部
・
ひ
た
ち
な

か
市
西
部
あ
た
り
。
文
化
六
年
の
郡
奉
行

は
小
原
忠
次
郎
。

＊
瑞
龍
御
参
拝　

徳
川
家
の
墓
所
へ
の
藩

主
の
参
詣
。
瑞
龍
山
に
は
、
水
戸
藩
主
徳

川
家
累
代
の
墓
所
が
あ
っ
た
。（
三
〇
二

―

一
）
瑞
龍
山
を
参
照
。
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一
、
滑
川
村
之
者
飢
人
御
扶
持
願
、
前
留
之
通
右
同
断

右
之
通
受
払
方
へ
遣
候
事

　
　
　
　
　

同
日
帰
リ
御
用

一
、
田
尻
村
観
泉
寺
材
木
願
申
出
之
通
相
済
候
段
御
達
候
事

一 

、
俊
祥
院
様
御
通
棺
之
節
骨
折
候
村
役
人
御
慰
労
之
義
申
出
候
所
、
是
ハ
何
々
之
御
用
ニ
而
何
ツ
方
へ
罷
出
日
数
何

日
と
申
事
相
分
候
様
認
直
シ
可
指
出
と
の
事
ニ
而
申
出
御
下
ケ
御
座
候
間
御
廻
申
候

一 

、
水
木
村
武
兵
衛
口
書
先
達
而
御
下
ケ
相
成
候
所
、
何
等
之
御
達
も
無
之
ニ
付
如
何
相
心
得
可
申
哉
之
旨
権
蔵
方
へ

申
越
伺
候
所
、
是
ハ
最
初
伺
之
通
相
済
候
事
ニ
有
之
由
八
郎
左
衛
門
殿
よ
り
御
口
達
之
事

一 

、
水
木
村
異＊

国
番
所
へ
指
置
候
挑

＊
（
提
）灯
等
之
儀
、
番
人
弁
納
ニ　

相
成
吟
味
方
ニ
而
御
品
出
来
代
納
ニ
致
候
様
御
達
ニ

付
右
同
断
、
今
程
相
廻
リ
御
品
出
来
候
哉
吟
味
方
へ
受
払
方
よ
り
問
合
候
所
、
元
ハ
何
れ
ニ
而
拵
候
哉
吟
味
方
ニ
而

不
相
分
由
申
聞
有
之
由
之
事

右
件
々
申
来
候
事

（
二
三
九
）

　
　
　
　
　

覚

一
、
金
壱
両
壱
分　
　

横
堀
村　
　
　

一
、
鐚
壱
貫
六
拾
八
文　
　

上
高
場
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
介　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
蔵

右
獄
扶
持
代
相
滞
候
付
指
支
候
由
、
冨
田
太
十
郎
よ
り
申
出
有
之
候
間
、
来
ル
十
八
日
迄
ニ
相
納
候
様
御
達
ニ
致
度
候

事
　
　
　

三
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
町
方

　
　
　
　
　
　

石
神
御
郡
方

（
二
四
〇
）

（
二
三
八
）

＊
異
国
（
舟
）
番
所　
　

寛
政
四
年
ロ
シ

ア
船
の
日
本
接
近
に
対
し
て
幕
府
は
諸
藩

に
海
防
を
命
じ
た
。
こ
れ
ま
で
水
戸
領
沿

岸
に
は
正
保
二
年
に
建
て
ら
れ
た
湊
・
水

木
・
磯
原
の
異
国
遠
見
番
所
が
あ
っ
た
が
、

文
化
五
年
に
水
木
・
折
笠
村
に
海
防
陣
屋

を
建
設
し
た
。

＊
挑
灯　

ち
ょ
う
ち
ん
。
提
灯
の
こ
と
。

夜
道
の
往
来
の
た
め
た
ず
さ
え
、
ま
た
軒

先
な
ど
に
さ
げ
て
目
じ
る
し
に
し
た
照
明

具
。
細
い
割
竹
を
骨
と
し
て
紙
を
張
り
底

に
ろ
う
そ
く
を
立
て
た
。
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以
書
付
致
啓
達
候
、　

俊
祥
院
様
御
新
葬
之
節
御
支
配
拝
借
金
仮
手
形
ヲ
以
御
受
取
被
成
候
分
、
御
役
金
方
宛
之
年
賦

手
形
ニ
御
引
替
可
被
成
候
、
尤
指
急
候
間
早
々
御
指
出
可
被
成
候

　
　
　

三
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔭
山
三
郎
介

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

尚
々
、
武
田
伴
衛
門
・
市
村
仁
衛
門
之
分
共
御
引
替
可
被
成
候
、
以
上

（
二
四
一―

一
）

御
書
付
致
拝
見
候
、
御
扱
下
久
慈
村
吉
之
平
与
申
も
の
、
奥
州
湯
長
谷
村
ニ
而
変
死
之
旨
先
方
郡
奉
行
よ
り
其
許
様
へ

書
翰
致
到
来
候
ニ
付
、
御
役
所
調
役
小
松
崎
伴
介
よ
り
返
書
御
目
論
両
役
所
之
内
右
等
郡
奉
行
江
申
来
候
ヲ
、
調
役
よ

り
返
書
い
た
し
候
類
之
見
合
も
可
有
之
哉
旁
被
仰
聞
候
所
、前
々
当
役
よ
り
直
文
通
致
候
事
も
有
之
哉
之
由
ニ
候
得
共
、

去
ル
丑
年
中
公
儀
御
代
官
手
附
よ
り
皆
川
弥
六
殿
江
文
通
之
節
、
伺
之
上
調
役
よ
り
及
返
書
候
ふ
り
ニ
御
座
候
間
、
此

度
も
右
ニ
准
シ
御
目
論
之
通
可
然
与
存
候
所
、
当
春
御
寄
合
之
節
他
所
文
通
ふ
り
御
所
務
方
調
役
名
前
計
ニ
而
ハ
筋
合

如
何
可
有
之
旨
御
相
談
致
候
所
、
紅
葉
ニ
而
ハ
両
調
役
連
銘
ニ
而
致
文
通
候
趣
次
郎
衛
門
殿
被
申
候
所
、
筋
合
宜
様
ニ

有
之
、
御
列
席
之
御
方
も
御
同
心
之
様
次
郎
左
衛
門
相
覚
殊
ニ
当
役
よ
り
直
文
通
無
之
ニ
も
あ
ら
す
候
得
ハ
、
武
田
伴

衛
門
名
前
ヲ
書
加
候
而
も
過
当
ニ
も
無
之
様
被
存
候
間
、
文
言
ヲ
も
少
々
加
筆
い
た
し
御
筋
江
指
出
候
所
、
別
紙
之
通

御
直
ニ
而
先
刻
御
達
ニ
相
成
候
間
、
則
相
廻
此
段
得
御
意
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

（
二
四
一―

二
）

加
藤
孫
三
郎
扱
下
久
慈
村
百
姓
吉
之
平
与
申
も
の
、
内
藤
播
磨
守
殿
領
分
湯
長
谷
村
ニ
而
変
死
一
件
死
骸
引
取
之
儀
ニ

付
、
先
方
役
人
へ
之
返
書
案
文
江
付
札
之
通
相
直
致
文
通
候
様
御
達
可
被
有
之
候
、
仍
而
別
紙
令
返
却
候
、
以
上



234

　
　
　

三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

赤
林
八
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎
様

（
二
四
一―
三
）

別
紙
之
通
申
来
候
間
相
廻
申
候
条
、
宜
御
取
計
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

小
宮
山
次
郎
衛
門
様　
　

加
藤
孫
三
郎
様　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
二
四
二―

一
）

向
山
役
者
等
罷
登
候
ニ
付
、
別
紙
之
通
寺
社
方
よ
り
申
出
候
間
、
扱
々
御
同
役
中
江
早
々
御
達
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
忠
蔵

　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
二
四
二―

二
）

　
　
　
　
　

覚

一
、
人
夫　
　
　
　

三
拾
人

一
、
馬
八
疋

右
ハ
来
ル
廿
日
一
同
引
立
江
戸
表
江
罷
登
候
間
、
先
達
而
相
願
候
通
件
々
御
夫
御
伝
馬
先
格
之
通
向
山
御
寺
よ
り
小
幡

迄
被
仰
付
候
様
奉
願
候
、
尤
十
九
日
夜
九
ツ
時
相
詰
候
様
被
仰
付
下
度
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

向
山
役
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亮
海

　
　
　
　
　
　

寺
社

　
　
　
　
　
　
　

御
奉
行
所
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（
二
四
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
所
見
習

弐
人
御
扶
持　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
新
五
郎

諸
御
用
多
支
配
相
廻
リ
兼
候
付
、
右
之
者
御
雇
之
儀
相
伺
当
三
月
中
迄
御
済
口
ニ
御
座
候
所
、
未
御
立
山
植
立
土
地
方

糺
其
外
諸
御
用
仕
抜
ニ
罷
成
不
申
、
殊
ニ
御
帰
国
ニ
罷
成
候
而
ハ
別
而
取
込
相
廻
リ
兼
指
支
申
候
間
、
何
卒
右
之
者　

御

在
国
中
御
雇
続
ニ
御
済
被
下
候
様
仕
度
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

右
、
権
蔵
方
へ
相
糺
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

（
二
四
四
）

扱
下
谷＊

津
村
郷
士
谷
津
善
次
父
子
江
御
用
之
儀
有
之
趣
申
来
候
付
指
出
候
所
、
権
蔵
殿
御
出
席
ニ
而
右
之
通
被
仰
渡
難

有
仕
合
奉
存
候
、
御
覧
御
順
達
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

二
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
儀
兵
衛

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
津
善
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

三
郎
左
衛
門

善
次
儀
及
老
年
歩
行
等
不
自
由
ニ
而
御
奉
公
相
勤
兼
候
由
願
之
趣
も
無
余
義
相
聞
候
、
代
々
郷
士
や
く
律
儀
相
勤
候
付

倅
三
郎
左
衛
門
へ
親
取
来
候
物
成
五
拾
石
無
相
違
被
下
置
候
条
、
善
次
勤
来
候
通
可
相
勤
者
也

（
二
四
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額
田
村

（
二
四
四
）

＊
谷
津
村　

や
つ
村
（
茨
城
郡
）。
増
井

組
に
属
す
る
。
現
水
戸
市
谷
津
町
。
水
戸

城
下
の
西
に
位
置
す
る
。
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庄
屋　

市
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

藤
兵
衛

　

 

其
村
者
御
用
場
之
上
往
還
駅
場
ニ
有
之
間
、
年
々
多
年
人
馬
召
仕
候
付
、
於
役
所
ニ
も
心
ヲ
付
候
へ
共
、
其
方
共
両

人
之
内
壱
人
ツ
ヽ
年
番
持
ニ
懸
リ
申
付
候
条
、
人
馬
仕
方
ハ
勿
論
問
屋
共
扣
帳
ヲ
も
時
々
見
届
、
諸
事
へ
心
ヲ
用
、

費
ニ
不
罷
成
様
取
計
可
申
も
の
也

右
之
通
御
懸
リ
衆
へ
伺
之
上
申
付
候
事

（
二
四
六―

一
）

三
月
十
五
日

　
　

此
者
、
去
五
月
中
居
村
追
放
申
付
候
所
、
其
後
於
太
田
村
、
水
木
村
嘉
市
江
為
負
手
疵
、　
　

瀬＊

谷
村
出

　

（
剰
於
所
々
博
奕
相
催
殊
ニ
御
構
之
地
へ
立
入
不
届
ニ
付
、
御
城
下
御
殿
場
并
元
居
村
よ
り　
　
　
　

作
次
郎

　
　

他
郡
た
り
共
五
里
四
方
相
構
、
石＊

神
・
小＊

菅
・
大＊

里
御
郡
下
其
外
松
岡
ヲ
も
相
構
追
放

右
之
通
申
渡
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
四
六―

二
）

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬
谷
村
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
次
郎

右
之
者
、
伺
之
上
、
去
ル
十
五
日
追
放
取
計
相
済
申
候
、
仍
而
此
段
為
御
知
申
上
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
四
六―

三
）

（
二
四
六―

一
）

＊
瀬
谷
村　

せ
や
村
（
久
慈
郡
）。
石
神

組
に
属
す
る
。
現
常
陸
太
田
市
真
弓
町
の

一
部
。
多
賀
山
地
の
南
端
風
神
山
の
北
西

麓
に
位
置
す
る
。

＊
小
菅
御
郡　
（
一
九
二―

一
）
小
菅
組

を
参
照
。

＊
石
神
御
郡　
（
一
）
石
神
組
を
参
照
。

＊
大
里
御
郡　
（
七
六
）
大
里
（
組
）
を

参
照
。
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覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬
谷
村
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
次
郎

右
之
者
、
御
奉
行
衆
へ
伺
之
上
、
去
ル
十
五
日
追
放
申
付
候
間
、
申
渡
書
写
懸
御
目
申
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

　
　
　
　
　
　

御
目
附
様
中

（
二
四
七
）

　
　
　
　
　

三
月
廿
日
仕
出
御
用

一
、
瑞
龍
等
へ
御
普
請
方
直
配
符
之
儀
廻
状
、
常
葉
組
へ
返
候
事

一
、
御
帰
国
ニ
付
人
馬
割
之
廻
状
、
浜＊

田
組
へ
返
候
事

一
、
瑞
龍
御
参
拝
ニ
付
御
舟
手
方
へ
之
御
断
、
別
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
夫
金
雑
石
御
証
文
申
出
壱
通
、
別
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
瀬
谷
村
作
次
郎
追
放
之
為
御
知
壱
通
、
前
留
之
通
同
断

一
、
石
灰
、
助
川
村
よ
り
納
候
分
、
賃
伝
馬
ニ
而
可
為
送
旨
、
別
留
之
通
御
用
人
衆
へ
及
返
書
候
事

一
、
向
山
御
寺
内
敷
砂
之
義
、
別
留
之
通
御
用
人
衆
へ
指
出
候
事

一
、
瀬
谷
村
作
次
郎
追
放
申
渡
書
写
壱
枚
、
御
目
付
方
へ
指
出
候
事

一
、
森
新
五
郎
御
雇
伺
、
前
留
之
通
権
蔵
方
へ
相
頼
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

　
　
　
　
　

同
日
帰
リ
御
用

一
、
御
鳥
船
入
札
開
札
相
済
、
吟
味
方
よ
り
下
リ
候
事

（
二
四
七
）

＊
浜
田
（
組
）　

は
ま
だ
組
。
享
和
二
年

の
郡
制
改
革
に
よ
り
、浜
田
の
奉
行
所
は
、

水
戸
城
下
田
見
小
路
に
置
か
れ
、
支
配
す

る
村
々
は
、
茨
城
郡
五
四
ヶ
村
、
那
珂
郡

一
二
ヶ
村
、
鹿
島
郡
二
ヶ
村
、
計
六
六
ヶ

村
。
ほ
ぼ
現
在
の
水
戸
市
南
部
、
ひ
た
ち

な
か
市
南
東
部
・
大
洗
町
北
部
あ
た
る
。

文
化
六
年
の
郡
奉
行
は
藤
田
次
郎
左
衛

門
。
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（
二
四
八―

一
）

別
紙
之
通
、
常＊

葉
村
与
頭
久
助
被
盗
品
之
儀
訴
申
出
候
間
、
皆
様
へ
も
御
申
合
申
例
之
通
、
御
山
横
目
等
へ
相
達
手
筋

可
為
相
糺
旨
御
奉
行
衆
へ
も
申
出
候
間
、
乍
御
世
話
宜
御
達
被
下
、
手
筋
相
分
リ
候
ハ
ヽ
被
仰
聞
可
被
下
候
、
御
順
達

可
被
申
候
、
以
上

　
　
　

二
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

（
二
四
八―

二
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
御
訴
申
上
候
事

一
、
木
綿
綿
入
壱
ツ
男
物　

但
、
茶
紺
竪
縞
裏
千
草

一
、
同
茶
紺
立
縞
男
物
袷
壱
ツ　

但
、
裏
千
草

一
、
同
紺
茶
立
縞
羽
織
壱
ツ　

但
、
裏
花
色

一
、
同
茶
立
縞
袷
壱
ツ
女
物　

但
、
右
同
断

一
、
女
千
草
琥
珀
帯
壱
筋

一
、
木
綿
萌
黄
女
綿
入
壱
ツ
紋
丸
之
内
鷹
之
羽

一
、
銭
五
貫
文

一
、
金
財
布
壱
ツ　

但
、
木
綿
縞
裏
白
木
綿
紐

　
　
　

但
、
金
拾
四
両
壱
分
弐
朱
入

一
、
銅
薬
灌
大
小
ニ
而
弐
ツ

　
　

〆
九
品

右
、
当
村
与
頭
久
助
宅
へ
昨
廿
六
日
夜
盗
人
忍
入
、
前
書
之
品
々
被
盗
取
申
候
、
尤
車＊

長
持
へ
入
置
候
処
合
鍵
ニ
而
明

候
様
子
ニ
相
見
申
候
、
此
段
乍
恐
書
付
を
以
御
訴
申
上
候
、
以
上

　
　
　

文
化
六
年
巳
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
葉
村

（
二
四
八―

一
）

＊
常
葉
村　

と
き
わ
村
（
茨
城
郡
）。
常

葉
組
に
属
す
る
。
現
在
は
水
戸
市
新
荘
、

八
幡
町
、
根
本
、
松
本
町
、
末
広
町
、
上

水
戸
町
、新
原
、石
川
、松
ヶ
丘
、自
由
丘
、

西
原
、
東
原
、
緑
町
、
元
山
町
、
常
磐
町
、

天
王
町
、
備
前
町
、
大
工
町
、
梅
香
付
近
。

日
光
、
烏
山
方
面
へ
の
那
須
街
道
が
東
西

に
走
り
、
笠
間
道
・
棚
倉
街
道
が
走
る
。

（
二
四
八―

二
）

＊
車
長
持　

く
る
ま
な
が
も
ち
。
近
世
底

に
車
を
つ
け
て
移
動
を
便
利
に
し
た
長
持

ち
。
明
暦
の
大
火
後
江
戸
で
は
使
用
禁
止

に
な
っ
た
。
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与
頭　

久
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

与
一
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

吉
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
源
衛
門

　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

（
二
四
九
）

昨
三
日
御
目
付
方
へ
致
出
仕
候
所
、
別
紙
写
之
通
御
目
付
よ
り
達
御
座
候
間
、
則
相
廻
候
条
御
順
覧
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

御
郡
奉
行
よ
り　

一
紙

組
付
触
頭
迄

此
度
、
於　

御
本
丸
御
男
子
様
御
誕
生
被
為
在
候
処
、　

松
平
友
松
様
与
奉
称
候
条
、
其
旨
可
奉
承
知
事

（
二
五
〇
）

以
廻
状
得
御
意
候
、
支
配
石
川
源
左
衛
門
へ
去
ル
十
二
日
別
紙
写
之
通
御
達
御
座
候
付
申
達
候
事
ニ
御
座
候
、
仍
而
為

御
知
御
留
旁
相
廻
候
条
、
乍
御
世
話
御
順
達
留
リ
よ
り
御
返
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
石
又
衛
門

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

一
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
石
又
衛
門
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
方
手
代
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石
川
源
左
衛
門

右
之
者
、
此
度
御
肴
方
手
代
へ
御
入
人
申
付
、
米
七
石
弐
人
扶
持
被
下
置
候
条
、
其
旨
可
被
相
達
候
事

（
二
五
一―
一
）

扱
下
堀＊

村
久

（
百
カ
）姓
久
左
衛
門
与
申
者
所
へ
一
昨
晦
日
夜
盗
人
忍
入
、
別
紙
之
品
々
被
盗
取
候
旨
訴
申
出
候
付
、
皆
様
へ

も
御
申
合
い
た
し
、
寄
々
質
屋
等
為
相
糺
候
旨
御
奉
行
衆
へ
も
申
出
候
間
、
乍
御
世
話
御
扱
下
々
大＊

山
守
・
御
山
横
目

等
へ
御
達
被
下
候
様
致
度
、
此
段
得
御
意
候
条
御
覧
御
順
達
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

三
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

（
二
五
一―

二
）

　
　
　
　
　

一
昨
晦
日
夕
、
堀
村
久
左
衛
門
所
ニ
而
被
盗
品
、
左
之
通

一
、
千
草
小
倉
古
男
帯
壱
筋

一
、
茶
木
綿
女
帯
壱
筋

一
、
小
鏡
壱
ツ

一
、
木
綿
千
草
小
縞
袷
男
物
壱
ツ　

但
、
裏
千
草

一
、
千
草
紗
綾
男
帯
壱
筋

一
、
茶
ひ
ろ
ふ
ど
袷
羽
織
壱
ツ　

但
、
紋
鷹
ノ
羽

一
、
も
ゝ
引
壱
ツ　
　
　

一
、
太
織
男
帯
壱
筋

一
、
小
鏡
壱
ツ　
　
　
　

一
、
目
鏡
壱
ツ

一
、
古
足
袋
壱
足　
　
　

一
、
花
色
風
呂
敷
壱
ツ

一
、
木
綿
茶
縞
袷
男
物
壱
ツ　

但
、
裏
千
草

一
、
紺
立
縞
古
前
垂
壱
ツ

　
　

〆
拾
四
品

（
二
五
一―

一
）

＊
堀
村　

ほ
り
村
（
茨
城
郡
）。
常
葉
組

に
属
す
る
。
現
水
戸
市
堀
町
・
新
原
町
一

〜
二
丁
目
、
双
葉
台
五
丁
目
、
石
川
町

一
・
五
丁
目
辺
。
水
戸
城
下
の
西
上
市
台

地
の
西
端
あ
た
り
。
藩
の
稗
倉
２
棟
が

あ
っ
た
。

＊
大
山
守　

山
役
人
の
名
称
。
常
に
藩
有

林
を
監
守
し
、
山
林
の
状
態
に
つ
い
て
郡

奉
行
ま
た
は
郡
方
役
所
へ
の
報
告
を
任
務

と
し
た
。
水
戸
藩
に
お
い
て
は
、
南
部
で

は
大
山
守
・
北
部
で
は
山
横
目
と
い
っ
た
。
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右
、
当
村
久
左
衛
門
と
申
所
へ
一
昨
晦
日
夕
盗
人
忍
入
、
前
書
之
品
々
被
盗
取
候
付
、
此
段
御
訴
申
上
候
、
以
上

　
　
　

文
化
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
村

　
　
　
　
　

巳
三
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

冨
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

四
人

　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

（
二
五
二
）

以
書
付
致
啓
達
候
、
里
川
筋
鮎
運
上
之
儀
、
別
紙
之
通
御
奉
行
衆
へ
相
伺
候
所
、
申
出
候
通
御
済
口
ニ
付
入
触

（
札
ヵ
）申
触

候
所
、
御
扱
下
三＊

才
村
利
十
落
札
ニ
相
成
候
付
入
札
御
廻
申
候
間
、
宜
御
取
扱
可
被
申
候
、
尤
是
迄
ハ
三
ケ
年
キ
ニ
御

座
候
へ
共
、
来
年
ニ
も
至
リ
候
ハ
ヽ
御
鷹
場
御
止
ニ
も
可
相
成
哉
、
左
候
ハ
ヽ
如
前
々
鮭
鱒
共
運
上
申
付
可
然
事
と
存

候
間
、
此
度
ハ
先
当
壱
ケ
年
入
札
申
触
候
付
、
来
年
ニ
至
リ
候
ハ
ヽ
御
役
所
よ
り
入
札
御
申
触
被
下
候
様
致
度
存
候
、

此
段
可
得
御
意
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

別
紙
申
出
并
入
札
ハ
略
ス

　
　
　
　
　
　

入
江
忠
八
郎
様

尚
々
、
天
下
野
村
ニ
而
被
盗
品
廻
状
、
人
参
売
捌
方
へ
廻
状
、
百
姓
御
目
見
御
披
露
之
廻
状
、　

御
帰
国
ニ
付
御
省
之

廻
状
、
都
合
四
通
御
廻
申
候
事

（
二
五
三―

一
）

扱
下
天
下
野
村
硎＊

屋
伴
七
与
申
者
所
江
、
去
ル
朔
日
夜
盗
人
忍
入
、
別
紙
之
品
々
被
盗
取
候
旨
訴
出
候
間
、
御
扱
下
々

質
屋
等
致
吟
味
候
様
大
御
山
守
・
御
山
横
目
等
へ
宜
御
達
ニ
可
被
下
候
、
尚
御
申
合
い
た
し
相
尋
候
段
御
奉
行
衆
へ
も

申
出
之
事
ニ
御
座
候
、
御
覧
乍
御
世
話
御
順
達
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

三
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
野
庄
五
郎

（
二
五
二
）

＊
三
才
村　

さ
ん
ざ
い
村
（
久
慈
郡
）。

大
里
組
に
属
す
る
。
現
常
陸
太
田
市
三
才

町
。
里
川
下
流
西
岸
に
位
置
す
る
。

（
二
五
三―

一
）

＊
硎
屋　

と
ぎ
や
。
研
屋
と
も
書
く
。
刃

物
や
鏡
を
研
ぐ
店
。
ま
た
そ
れ
を
業
と
す

る
人
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九
郡
宛

（
二
五
三―
二
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
御
訴
申
上
候
事

一
、
紺
竪
縞
木
綿
男
綿
入　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ツ

　
　
　

但
、
裏
ち
く
さ

一
、
桟
留
万
筋
袷
男
物　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ツ

　
　
　

但
、
裏
ぎ
ん
ち
く
さ

一
、
花
色
木
綿
袷
羽
織　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ツ

　
　
　

但
、
丸
ノ
内
ニ
鷹
之
羽
一
ツ
紋
、
裏
郡
内
赤
か
す
り
島

一
、
み
ぢ
ん
し
ま
脚
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
足

　
　
　

但
、
こ＊

は
ぜ
付

一
、
金
壱
両
壱
分
弐
朱
内
壱
両
小
粒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
分
弐
朱
南
鐐

一
、
古
金
九
分
程

　
　
　

但
、
細
工
仕
た
が
ね
に
て
切
残

一
、
細
工
残
リ
薄
金
五
分
ほ
と

一
、
鐚
四
百
文

右
、
当
村
宿
内
硎
屋
伴
七
与
申
も
の
所
江
、
当
月
朔
日
夜
盗
賊
忍
入
、
表
細
工
場
ニ
仕
置
候
所
之
戸
ヲ
明
ケ
入
候
与
相

見
、夫
婦
寝
入
居
候
傍
ニ
有
之
小
櫃
よ
り
前
書
之
品
々
被
盗
取
候
処
、其
節
更
々
存
知
不
申
夜
明
一
同
起
見
付
候
ニ
付
、

近
所
等
江
為
相
知
早
速
罷
出
相
尋
候
得
共
、
手
掛
リ
更
々
無
御
座
候
、
乍
恐
右
之
趣
以
書
付
御
訴
申
上
候
、
仍
如
件

　
　
　

文
化
六
年
巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
下
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

（
二
五
三―

二
）

＊
こ
は
ぜ　

小
鉤
、
鞐
。
真
鍮
、
角
、
象

牙
な
ど
で
つ
く
っ
た
爪
形
の
具
で
足
袋
や

脚
絆
な
ど
の
合
わ
せ
目
を
と
め
る
も
の
。
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木
村
孫
左
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

八
人　

印

　
　
　
　
　
　

小
菅

　
　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上

（
二
五
四―

一
）

村
々
江
為
仕
付
候
人
参
売
捌
方
之
儀
伺
置
候
処
、
右
之
儀
ハ　

公＊

辺
江
も
拘
リ
候
儀
ニ
候
処
、
当
年
之
儀
ハ
出
来
候
人

参
無
ニ
相
成
候
茂
如
何
ニ
候
間
、
他
所
向
江
不
指
出　

御
領
内
之
薬
店
江
売
払
候
様
、
来
年
之
儀
者
追
而
御
達
相
成
筈

去
十
二
月
中
御
奉
行
衆
よ
り
御
口
達
ニ
御
座
候
処
、
此
節
別
紙
之
通
御
達
ニ
相
成
候
間
、
御
心
得
ニ
相
廻
申
候
、
早
々

御
順
達
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

（
二
五
四―

二
）

水
戸
殿
領
分
之
内
、
朝
鮮
人
参
試
ニ
少
々
為
作
見
申
度
候
処
、
別
紙
之
通
寛
政
二
戌
年
御
触
も
有
之
候
付
、
不
苦
事
ニ

ハ
可
有
之
候
得
共
、
尚
更
及
御
問
合
候
事

御
付
札

御
書
面
之
通
ハ
不
苦
儀
ニ
而
、
御
別
紙
御
書
付
写
之
外
再
御
触
等
無
之
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井＊

上
美
濃
守

寛
政
二
戌
十
二
月
廿
四
日

一
、
大
目
附
山＊

田
肥
後
守
殿
よ
り
松＊

平
越
中
守
殿
江
被　

御
渡
、
諸
向
江
被
相
触
候
付
、
御
城
付
共
為
心
得
為
見
被
申

　

候
書
付
写

（
二
五
四―

一
）

＊
公
辺　

こ
う
へ
ん
。
江
戸
時
代
、
公
儀

の
徳
川
幕
府
（
将
軍
）
を
漠
然
と
さ
す
語
。

（
二
五
四―

二
）

＊
井
上
美
濃
守　

井
上
利
恭
（
と
し
や

す
）。
幕
府
大
目
付
。
父
は
助
之
進
。
文

政
三
年
三
月
十
九
日
死
去
。

＊
山
田
肥
後
守　

山
田
利
寿
（
と
し
ひ

さ
）。
幕
府
大
目
付
。
幕
府
旗
本
で
知
行

地
を
武
藏
・
常
陸
・
上
野
に
持
つ
。
享
和

元
年
十
二
月
十
六
日
死
去
。

＊
松
平
越
中
守　

松
平
定
信
（
さ
だ
の

ぶ
）。
幕
府
老
中
。
陸
奥
白
河
藩
一
一
万

石
三
代
藩
主
。
徳
川
吉
宗
の
子
田
安
宗
武

の
七
男
。
前
代
の
田
沼
政
治
を
改
め
る
た

め
寛
政
の
改
革
を
断
行
し
た
。
文
政
十
二

年
五
月
十
三
日
、
七
二
歳
で
死
去
。
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朝＊

鮮
人
参
之
儀
、
払＊

底
之
品
ニ
而
高
直
成
故
、
軽
キ
者
及
大
病
候
而
も
容
易
用
候
事
難
成
候
付
、
享
保
年
中
よ
り
朝

　

鮮
種
ヲ
も
人
参
作
殖
候
儀
御
世
話
在
之
候
処
、
次
第
ニ
増
長
致
候
、
当
時
者
諸
国
ニ
而
作
覚
世
上
差
支
茂
無
之
趣
ニ

　

候
間
、　

公
儀
よ
り
作
殖
被
仰
付
候
義
、
以
来
被
差
止
製
法
所
ニ
而
店
売
相
止
候
、
是
迄
ハ
朝
鮮
種
人
参
作
候
義
、

　

無
謂
ニ
而
ハ
不
相
成
候
処
、
已
来
ハ
作
候
義
ハ
勿
論
売
買
共
可
為
勝
手
次
第
候

右
之
通
可
被
相
触
候

　
　
　

十
二
月

（
二
五
五
）

扱
下
両
村
松
小
人
共
去
秋
小
検
見
相
済
候
後
、引
方
之
義
ニ
付
大
勢
他
村
迄
罷
出
候
由
ニ
付
、手
配
仕
為
引
返
置
候
所
、

其
砌
ハ
田
作
収
納
為
仕
御
城
米
納
為
仕
抜
可
然
趣
ニ
相
聞
候
間
、
糺
指
延
、
引
方
ニ
付
立
合
之
支
配
并
小
検
見
人
と
も

不
当
之
見
分
い
た
し
候
義
も
可
有
之
哉
と
内
蜜（

密
）相
糺
候
得
共
、
何
ニ
而
も
不
心
得
之
筋
不
相
聞
、
其
上
小
人
共
一
向
田

方
苅
纒
等
ヲ
も
不
致
由
之
儀
ニ
候
間
、引
方
強
ク
候
儀
と
計
心
得
騒
立
候
由
ニ
相
聞
候
付
、其
月
中
穿
鑿
相
懸
候
得
ハ
、

東
方
村
長
三
郎
と
申
者
小
木
津
村
帳
元
宅
へ
罷
越
、拝
借
金
成
共
願
貰
可
仕
哉
と
相
咄
候
儀
ヲ
、頭＊

取
作
次
郎
承
リ
度
々

寄
合
等
い
た
し
中
途
迄
罷
出
候
始
抹
、
委
細
ハ
筋
書
并
別
巻
口
書
之
通
有
之
候
不
届
之
者
共
ニ
御
座
候
間
、
別
冊
刑
目

論
之
通
可
申
付
奉
存
候
へ
と
も
、
大
勢
之
拘
リ
ニ
而
両
村
之
傷
ニ
罷
成
候
間
、
此
度　

御
着
城
御
祝
義
御
大
赦
被
仰
付

候
御
儀
ニ
も
可
有
御
座
候
ハ
ヽ
、
同
ク
ハ
付
札
ヲ
以
相
伺
之
通
ニ
申
付
候
様
仕
度
、
此
段
か
た

く
奉
伺
候
、

以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
五
六
）

扱
下
滑
川
村
儀
衛
門
娘
儀
之
衛
門
娵
ニ
相
成
致
家
出
居
候
故
、
縁
懸
置
脇
合
よ
り
縁
辺
取
組
候
よ
り
事
起
、
儀
衛
門
義

之
衛
門
父
子
三
人
へ
手
疵
為
負
候
、
拘
リ
之
者
共
穿
鑿
仕
候
得
と
も
、
儀
之
衛
門
・
義
三
郎
両
人
ハ
手
疵
重
吟
味
相
成

兼
候
段
ハ
、先
達
而
委
細
申
上
口
書
一
巻
指
出
入
御
覧
候
通
ニ
御
座
候
所
、右
両
人
最
早
答
ハ
可
相
成
由
相
聞
候
ニ
付
、

　
〃　　
〃　　
〃　

（
二
五
四―

二
）

＊
朝
鮮
人
参　

ウ
コ
ギ
科
の
多
年
草
。
薬

用
植
物
と
し
て
著
名
。
朝
鮮
又
は
中
国
東

北
部
の
山
林
樹
下
に
自
生
。
日
本
で
も
栽

培
さ
れ
た
。

＊
払
底　

ふ
っ
て
い
。
物
が
非
常
に
乏
し

く
な
る
こ
と
。す
っ
か
り
な
く
な
る
こ
と
。

品
切
れ
。

（
二
五
五
）

＊
頭
取　

と
う
ど
り
。
頭
立
つ
人
。
集
団

の
長
。
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穿
鑿
為
仕
候
得
共
、
外
拘
リ
之
者
申
口
ニ
相
違
も
無
之
候
間
、
別
冊
之
通
刑
目
論
仕
候
所
、
儀
之
衛
門
義
娵
之
縁
ヲ
懸

置
候
而
、
脇
合
よ
り
娵
之
致
相
談
、
儀
衛
門
故
障
ニ
相
成
致
破
談
候
迚
、
婚
礼
之
真
似
致
、
全
ク
為
憤
手
疵
被
為
負
候

始
抹
不
届
ニ
御
座
候
得
と
も
、病
気
付
寝
起
自
身
ニ
ハ
相
成
兼
候
由
ニ
御
座
候
間
、此
度
御
帰
国
被
遊
候
御
祝
義
ニ
付
、

御
大
赦
被
仰
出
候
御
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
付
札
ヲ
以
相
伺
候
通
申
付
候
様
仕
度
、
口
書
一
巻
相
添
入
御
覧
候
、
此
段
奉

伺
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
五
七
）

御
書
付
致
拝
見
候
、去
ル
廿
五
日
夕
、金＊

上
村
に
て
中＊

根
村
嘉
平
娵
等
へ
上
高
場
村
清
五
郎
為
負
手
疵
候
旨
訴
出
候
付
、

先
書
ニ
及
御
掛
合
候
所
、
早
速
清
五
郎
捕
方
被
仰
付
候
へ
共
、
他
出
に
て
宿
元
ニ
不
罷
帰
旨
申
合
相
隠
候
哉
と
御
疑
心

を
以
、
父
儀
手
縄
被
仰
付
候
由
ニ
て
、
尚
手
筋
相
分
候
儀
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
可
得
御
意
旨
被
仰
聞
致
承
知
候
、
且
右
一

件
拘
リ
候
者
共
相
糺
候
所
、当
六
ケ
年
已
前
嘉
平
倅
相
果
候
付
、右
清
五
郎
入
聟
ニ
致
シ
娵
し
も
江
為
取
合
候
由
之
処
、

嘉
平
存
意
ニ
不
相
叶
、
其
外
清
五
郎
不
速（
束
）之
次
第
も
相
聞
候
故
、
去
ル
卯
十
月
中
中
根
村
追
放
申
付
候
所
、
其
後
間
も

な
く
夜
中
嘉
平
宅
へ
忍
入
、
無
理

く
し
も
を
上
高
場
村
迄
召
連
候
由
、
し
も
儀
不
得
心
ニ
ハ
候
へ
共
、
変
ニ
も
及
候

而
ハ
難
儀
致
候
付
、
先
無
是
非
罷
越
候
へ
共
、
宿
元
老
若
無
心
元
、
去
辰
四
月
中
親
里
六
ケ
新
田
庄
屋
方
迄
立
帰
罷
有

候
由
之
所
、
去
月
廿
五
日
夕
金
上
村
内
罷
通
候
節
、
清
五
郎
事
道
蔭
ニ
隠
居
し
も
并
致
同
道
候
馬＊

渡
村
源
蔵
へ
も
為
負

手
疵
逃
去
候
由
、
右
之
通
不
束
成
ル
清
五
郎
ニ
候
ヘ
ハ
、
此
先
共
ニ
変
事
出
来
申
間
敷
も
の
ニ
も
無
之
候
間
、
不
得
止

事
訴
出
候
旨
、
拘
リ
候
者
共
申
述
候
趣
、
委
細
別
冊
口
書
之
通
ニ
御
座
候
、
前
件
之
通
清
五
郎
儀
父
嘉
平
へ
当
リ
不
宜

候
付
、
中
根
村
追
放
申
付
候
所
、
其
後
立
帰
候
而
已
な
ら
す
両
人
へ
疵
付
候
段
不
届
ニ
御
座
候
間
、
尋
方
被
仰
付
行
方

相
知
候
ハ
ヽ
、
御
糺
御
座
候
様
致
度
存
候
、
仍
而
口
書
一
巻
指
添
、
此
段
御
相
談
旁
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

　

尚
々
、嘉
衛
門
手
縄
被
仰
付
候
由
之
所
、老
年
ニ
も
候
へ
ハ
御
指
免
シ
、尋
方
計
被
仰
付
候
而
ハ
如
何
可
有
御
座
哉
、

（
二
五
七
）

＊
金
上
村　

か
ね
あ
げ
村
（
那
珂
郡
）。

浜
田
組
に
属
す
る
。
現
ひ
た
ち
な
か
市
金

上
町
・
太
平
二
丁
目
あ
た
り
。
那
珂
川
下

流
の
北
岸
に
位
置
す
る
。

＊
中
根
村　

な
か
ね
村
（
那
珂
郡
）。
浜

田
組
に
属
す
る
。
現
ひ
た
ち
な
か
市
中
根

の
付
近
。

＊
馬
渡
村　

ま
わ
た
り
村
（
那
珂
郡
）。

浜
田
組
に
属
す
る
。
現
ひ
た
ち
な
か
市
馬

渡
。
寛
永
末
に
青
塚
村
、
二
股
村
を
合
併

し
て
馬
渡
村
と
改
称
し
た
。
岩
城
相
馬
街

道
の
脇
街
道
の
宿
駅
と
し
て
発
達
し
た
。
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宜
御
了
簡
御
座
候
様
ニ
奉
存
候
、
以
上

右
、
手
縄
差
免
シ
尋
申
付
候
段
、
一
ト
通
及
返
書
候
事

（
二
五
八
）

十
月
廿
日
よ
り
十
一
月
廿
一
日
迄

一
、
鐚
壱
貫
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
山
横
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
内

　
　

 

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
宿
割
御
用
并
御
法
事
中
ハ
、
向
山
御
郡
方
会
所
へ
相
詰
拝
聴
人
指
引
等
相
勤
、
其
外
御

材
木
取
等
諸
御
用
、　

御
通
棺
前
々
よ
り
数
日
別
而
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

十
月
廿
日
よ
り
十
一
月
廿
二
日
迄

一
、
鐚
壱
貫
五
百
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

藤
兵
衛

　
　

 

此
も
の
共
ハ
、　

御
通
棺
之
節
、
市
十
郎
義
ハ
御
迎
ニ
罷
出
、
藤
兵
衛
儀
ハ
御
先
御
案
内
仕
、　

御
法
事
中
ハ
拝

聴
人
指
引
、
御
賄
方
御
用
其
外
御
郡
方
諸
御
用
、　

御
通
棺
前
々
よ
り
数
日
相
勤
、
別
而
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

十
一
月
二
日
よ
り
同
廿
五
日
迄

一
、
鐚
壱
貫
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

甚
衛
門

　
　

 

此
者
、　

御
通
棺
之
節
よ
り
御
法
事
中
迄
打
続
、
夜
着
諸
道
具
寄
物
懸
リ
申
付
、
昼
夜
別
而
骨
折
大
儀
仕
候
者
ニ
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御
座
候

十
一
月
朔
日
よ
り
同
廿
一
日
迄

一
、
鐚
壱
貫
五
百
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
兵
衛

　
　

 

此
も
の
共
、　

御
通
棺
之
節
よ
り
御
法
事
中
打
続
宿
割
懸
申
付
、
次
兵
衛
儀
ハ
御
施
行
場
御
用
ヲ
も
相
勤
、
両
人

共
数
日
別
而
骨
折
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

十
一
月
朔
日
よ
り
同
廿
二
日
迄

一
、
鐚
壱
貫
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

介
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
左
衛
門

　
　

此
も
の
共
、　

御
通
棺
よ
り
御
法
事
相
済
候
迄
人
馬
指
引
い
た
し
、
別
而
骨
折
候
者
ニ
御
座
候

十
一
月
五
日
よ
り
九
日
迄

一
、
日
数
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
問
屋
手
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足
問
屋
手
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
兵
衛

　
　

此
も
の
共
、
両
問
屋
へ
相
詰
、　

御
通
棺
前
日
よ
り
相
勤
、
骨
折
候
者
ニ
御
座
候
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十
一
月
十
三
日
よ
り
同
廿
一
日
迄

一
、
日
数
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
両
人

　
　

此
も
の
共
、　

御
法
事
之
節
、
右
同
断

〆
日
数
十
四
日

　
　

此
鐚
五
百
文
宛

十
一
月
四
日
よ
り
同
廿
一
日
迄

一
、
鐚
壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
兵
衛

　
　

此
も
の
、　

御
通
棺
御
法
事
中
迄
馬
問
屋
へ
相
詰
、
数
日
大
儀
仕
候
も
の
ニ
御
座
候

十
一
月
四
日
よ
り
八
日
迄

一
、
日
数
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
蔵

　
　

此
も
の
、
人
足
問
屋
へ
相
詰
、　

御
通
棺
前
日
よ
り
相
勤
、
骨
折
候
者
ニ
御
座
候

十
一
月
十
一
日
よ
り
同
廿
二
日
迄

一
、
日
数
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　

此
も
の
、　

御
法
事
之
節
、
御
賄
会
所
へ
相
詰
、
諸
御
用
相
勤
申
候

〆
日
数
十
七
日

　
　

此
鐚
壱
貫
文
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十
一
月
三
日
よ
り
同
八
日
迄

一
、
日
数
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
四
郎

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
御
賄
会
処
へ
相
詰
、
諸
御
用
相
勤
申
候

十
一
月
九
日
よ
り
同
廿
一
日
迄

一
、
日
数
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
之
節
、
人
足
問
屋
へ
相
詰
、
数
日
骨
折
大
儀
仕
申
候

〆
日
数
十
九
日

　
　

此
鐚
壱
貫
文

十
一
月
四
日
よ
り
七
日
迄

一
、
日
数
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
兵
衛

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
御
本
陣
御
用
相
勤
申
候

十
一
月
十
三
日
よ
り
同
廿
日
迄

一
、
日
数
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
中
、
向
山
御
賄
方
御
用
相
勤
、
数
日
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

〆
日
数
十
二
日

　
　

此
鐚
五
百
文

十
一
月
五
日
よ
り
同
七
日
迄
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一
、
日
数
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
次
兵
衛

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
御
先
御
案
内
御
用
相
勤
申
候

十
一
月
十
一
日
よ
り
同
廿
二
日
迄

一
、
日
数
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
中
、
向
山
御
郡
方
会
所
へ
相
詰
、
諸
御
用
相
勤
数
日
大
儀
仕
申
候

〆
日
数
十
五
日

　
　

此
鐚
五
百
文

十
一
月
二
日
よ
り
七
日
迄

一
、
日
数
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

小
兵
衛

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
舟
渡
御
用
并
諸
御
用
相
勤
申
候

十
一
月
十
二
日
よ
り
同
廿
日
迄

一
、
日
数
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
中
、
向
山
御
賄
方
御
用
数
日
相
勤
申
候

〆
日
数
十
五
日

　
　

此
鐚
五
百
文

十
一
月
二
日
よ
り
同
七
日
迄

一
、
日
数
六
日
宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
四
郎
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冨
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
一
郎

　
　

此
者
、　

御
通
棺
よ
り
村
々
寄
物
手
添
申
付
、
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

十
一
月
十
三
日
よ
り
廿
五
日
迄

一
、
日
数
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
五
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
之
節
よ
り
諸
品
村
返
相
済
候
迄
数
日
詰
切
、
大
儀
仕
申
候

　
　

〆
日
数
十
九
日

　
　
　
　

此
鐚
壱
人
五
百
文
ツ
ヽ

十
一
月
十
日
よ
り
同
廿
二
日
迄

一
、
鐚
五
百
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
吉

　
　

此
者
、
向
山　

御
法
事
之
節
、
寺
内
寄
物
懸
リ
数
日
詰
切
相
勤
、
大
儀
仕
申
候

十
一
月
五
日
よ
り
同
九
日
迄

一
、
日
数
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
蔵

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
人
足
問
屋
へ
罷
出
人
足
指
引
相
勤
、
大
儀
仕
申
候
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十
一
月
十
三
日
よ
り
同
廿
一
日
迄

一
、
日
数
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
三
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
之
節
、
右
同
断

〆
日
数
十
四
日

　
　

此
鐚
壱
人
五
百
文
宛

十
一
月
四
日
よ
り
八
日
迄

一
、
日
数
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
十

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
宿
割
手
添
相
勤
、
大
儀
仕
申
候

十
一
月
十
三
日
よ
り
同
廿
一
日
迄

一
、
日
数
九
日

　
　

此
者
、　

御
法
事
之
節
、
右
同
断

〆
日
数
十
四
日

　
　

此
鐚
五
百
文

十
一
月
朔
日
よ
り
同
九
日
迄

一
、
鐚
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
兵
衛

　
　

此
者
、
引
接
寺　

御
本
陣
御
修
覆
之
節
よ
り
御
旅
棺
迄
打
続
右
御
場
所
へ
相
詰
、
大
儀
仕
申
候

十
一
月
朔
日
よ
り
同
九
日
迄

一
、
鐚
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
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七
兵
衛

　
　

此
者
、　

御
通
棺
舟
渡
諸
御
用
相
勤
申
候

十
一
月
三
日
よ
り
七
日
迄

一
、
日
数
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
兵
衛

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
御
賄
会
所
へ
相
詰
諸
御
用
相
勤
、
別
而
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

十
一
月
十
二
日
よ
り
同
廿
日
迄

一
、
日
数
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
両
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
之
節
、
右
同
断

〆
日
数
十
四
日
ツ
ヽ

　
　

此
鐚
壱
人
壱
貫
文
ツ
ヽ

十
一
月
三
日
よ
り
七
日
迄

一
、
日
数
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
兵
衛

　
　

此
者
、　

御
通
棺
之
節
、
御
賄
会
所
へ
相
勤
、
大
儀
仕
候
者
御
座
候

十
一
月
十
二
日
よ
り
同
廿
日
迄

一
、
日
数
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
両
人

　
　

此
者
、　

御
法
事
之
節
、
右
同
断

〆
日
数
十
四
日
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此
鐚
壱
人
五
百
文
ツ
ヽ

十
一
月
十
二
日
よ
り
同
廿
一
日
迄

一
、
鐚
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
三
郎

　
　

此
者
、　

御
法
事
御
賄
御
用
向
山
方
丈
付
手
馴
候
者
に
て
、
前
々
よ
り
相
勤
、
御
賄
方
取
扱
ニ
相
成
候
而
も
名
前

　
　

ヲ
以
右　
　

之
も
の
呼
出
召
仕
、
別
而
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

十
一
月
十
二
日
よ
り
同
廿
二
日
迄

一
、
鐚
五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

向
山
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
三（

二
）郎

　
　

右
同
断

一
、
鐚
三
百
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

定
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

伊
衛
門

　
　

此
も
の
共
、
御
法
事
之
節
、
居
村
宿
割
寄
物
御
用
其
外
、
向
山
御
賄
方
御
用
等
数
日
大
儀
仕
候
者
ニ
御
座
候

右
ハ
、去
十
一
月
中　

俊
祥
院
様
御
通
棺
并
御
法
事
之
節
、支
配
指
出
為
取
扱
候
所
、右
之
者
共
へ
手
添
申
付
候
得
共
、

存
入
宜
、
数
日
別
而
骨
折
大
儀
仕
候
者
共
ニ
御
座
候
、
尤
右
等
御
用
之
節
ハ
他
村
よ
り
指
働
御
座
候
役
人
共
召
呼
召
仕

候
処
、
左
候
へ
ハ
別
而
村
方
傷
ニ
相
成
候
間
、
村
方
ニ
而
持
切
人
数
ヲ
も
相
減
為
相
勤
別
而
大
儀
仕
候
間
、
別
段
御
了

簡
を
以
御
ほ
う
ひ
被
下
置
候
様
仕
度
奉
願
候
、
以
上

　
　
　

二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
五
九
）
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以
書
付
致
啓
上
候
、
然
者
御
扱
下
滑
川
村
新
兵
衛
・
庄
介
・
留
之
介
・
は
る
飢
人
御
扶
持
申
出
通
、
御
済
口
御
達
御
座

候
間
得
御
意
候

一
、
額
田
村
久
次
郎
博
奕
口
書
之
面
を
以
刑
目
論
伺
候
様
御
達
ニ
而
、
壱
袋
御
下
ケ
御
達
御
座
候
間
、
宜
御
取
計
可
被

成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
作

　
　
　
　
　
　

伴
介
様

　
　
　
　
　
　

茂
三
郎
様

（
二
六
〇
）

以
廻
状
得
御
意
候
、
支
配
川
又
惣
蔵
へ
別
紙
之
通
御
褒
美
被
下
置
、
於
拙
者
難
有
仕
合
奉
存
候
、
乍
御
世
話
御
順
達
可

被
下
候
、
以
上

　
　
　

二
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

一
、
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
又
惣
蔵

右
之
者
、
大＊

戸
村
掛
申
付
置
候
所
、
右
村
之
儀
者
川
根
付
ニ
而
、　

御
領
他
領
数
ケ
村
よ
り
落
合
候
川
筋
故
、
大
雨
之

節
ハ
数
日
水＊

湛
、
年
々
四
方
水
腐
ニ
相
成
、
村
方
及
難
儀
候
所
、
植＊

農
村
よ
り
他
領
常
井
境
迄
弐
里
余
之
場
所
両
川
縁

生
茂
リ
候
雑
木
・
篠
葉
物
并
出
倒
等
為
伐
取
候
付
、
去
辰
年
中
ハ
格
別
水
門
早
ク
相
成
、
御
取
付
引
方
も
相
減
村
方
救

ニ
も
相
成
、
何
角
心
ヲ
用
骨
折
致
大
儀
之
由
相
聞
候
付
、
為
御
褒
美
御
金
被
下
置
候
条
為
取
可
申
事

（
二
六
〇
）

＊
大
戸
村　

お
お
ど
村
（
茨
城
郡
）。
浜

田
組
に
属
す
る
。
現
茨
城
町
大
戸
。
涸
沼

前
川
の
左
岸
に
位
置
す
る
。
穀
留
番
所
が

あ
っ
た
。

＊
水
湛　

み
ず
た
た
え
。
湛
え
る
は
満
た

す
、
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
に
す
る
の
意
。

＊
植
農
村　

う
え
の
村
（
茨
城
郡
）。
浜

田
組
に
属
す
る
。
現
茨
城
町
長
岡
。
涸
沼

川
の
左
岸
に
位
置
す
る
。
中
世
大
掾
氏
の

一
族
が
住
み
上
野
氏
を
名
乗
り
、
上
野
長

岡
村
と
い
っ
た
が
、
正
保
頃
二
村
に
分
か

れ
た
。
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（
二
六
一―

一
）

以
書
付
致
啓
達
候
、来
月
十
六
日
御＊

宮
田
楽
相
勤
候
役
人
共
、今
年
之
儀
者　

御
在
国
中
ニ
付
前
日
内
稽
古
為
致
度
旨
、

仍
而
ハ
来
月
十
三
日
よ
り
御
宮
下
旅
宿
迄
罷
出
候
様
致
度
旨
、
別
紙
之
通
古
川
伊
織
よ
り
申
出
候
間
、
右
日
限
無
延
引

罷
出
候
様
、
当
人
共
へ
屹
ト
御
達
可
被
下
候
、
且
歩＊

伝
馬
御
証
文
之
義
も
例
之
通
手
綱
付
之
身
共
ニ
宜
御
扱
被
下
度
、

此
段
旁
得
御
意
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
七
郎
衛
門

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

　
　

 

尚
々
、
本
文
御
祭
礼
御
先
払
之
儀
も
、
別
紙
之
通
リ
塩
谷
伊
織
よ
り
申
出
候
間
、
是
又
御
達
可
被
下
候
、
尚
又
支

配
共
御
加
扶
持
手
形
御
廻
ニ
付
、
則
加＊

印
相
極
差
遣
候
間
、
宜
御
取
扱
可
被
下
候
、
以
上

（
二
六
一―

二
）

一
、
歩
行
夫
壱
人　

豊＊

岡
村　
　
　
　

一
、
伝
馬
壱
疋　
　

河
原
子
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丈
之
進　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淡
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倅
共

一
、
伝
馬
壱
疋　
　

小
木
津
村　
　
　

一
、
同
壱
疋　
　
　

い
し
町
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

刑
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倅
共　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倅
共

一
、
同
壱
疋　
　
　

い
し
町
村　
　
　

一
、
同
壱
疋　
　
　

足
洗
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
大
夫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倅
共

一
、
同
壱
疋　
　
　

高
萩
村　
　
　
　

一
、
同
壱
疋　
　
　

成＊

沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
之
進

一
、
同
三
疋　
　
　

下＊

手
綱
村　
　
　

一
、
同
壱
疋　
　
　

大＊

塚
村

（
二
六
一―

一
）

＊
御
宮
田
楽　

お
み
や
で
ん
が
く
。
水
戸

東
照
宮
祭
礼
の
前
日
の
四
月
十
六
日
に
田

楽
祈
祷
が
行
わ
れ
、
四
方
加
持
な
ど
７
曲

が
演
じ
ら
れ
た
。

＊
歩
伝
馬
御
証
文　

宿
駅
で
は
伝
馬
役
と

し
て
馬
役
と
人
足
役
が
賦
課
さ
れ
た
が
、

人
足
役
を
宿
駅
で
は
歩
行
（
か
ち
）
役
と

も
呼
ん
だ
。
江
戸
幕
府
は
宿
駅
に
老
中
の

証
文
に
よ
る
証
文
伝
馬
を
賦
課
し
、
無
償

の
伝
馬
役
を
課
し
た
。
水
戸
藩
で
も
こ
れ

に
な
ら
い
、
水
戸
東
照
宮
田
楽
勤
め
の
者

に
寺
社
方
よ
り
証
文
を
発
行
し
た
。

＊
加
印　

か
い
ん
。
承
認
や
保
証
の
た
め

書
類
に
印
を
押
す
こ
と
。連
判
と
も
い
う
。

（
二
六
一―

二
）

＊
豊
岡
村　

石
神
豊
岡
村
の
こ
と
。

（
一
二
八
）
石
神
豊
岡
村
を
参
照
。

＊
成
沢
村　

な
る
さ
わ
村
（
多
賀
郡
）。

石
神
組
に
属
す
る
。現
日
立
市
東
成
沢
町
、

中
成
沢
町
、
西
成
沢
町
と
成
沢
町
付
近
。

東
は
海
、
西
は
多
賀
山
地
、
山
麓
を
岩
城

相
馬
街
道
が
通
る
。
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左
近　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倅
共

右
、
来
ル
四
月
十
六
日
、
於　

御
宮
田
楽
御
祈
祷
相
務
候
付
、
前
例
之
通
四
月
十
三
日
ニ
者
日
限
無
相
違
、
御
宮
下
茂

左
衛
門
方
旅
宿
へ
相
詰
候
様
、
御
達
シ
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
尤
病
気
指
合
等
御
座
候
ハ
ヽ
、
前
日
ニ
屹
ト
申
出
候

様
仕
度
、
猶
又
伝
馬
御
証
文
之
儀
者
前
例
之
通
御
済
シ
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　

巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
楽
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
川
伊
織

　
　
　
　
　
　

寺
社
御
奉
行
所

（
二
六
一―

三
）

　
　
　
　
　

覚

一
、　　
　
　

高
萩
村　
　
　

一
、　　
　
　

大
塚
村

　
　
　
　
　
　
　
　

主
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
大
夫

一
、　　
　
　

下
手
綱
村　
　

一
、　　
　
　

い
し
町
村

　
　
　
　
　
　
　
　

左
近　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
部

一
、　　
　
　

豊
岡
村

　
　
　
　
　
　
　
　

丈
之
進

右
、
社
人
来
月
十
七
日　

東
照
宮
御
祭
礼
御
先
抜（

祓
）御
用
被
仰
付
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩
谷
伊
織

（
二
六
二
）

扱
下
額
田
村
久
三
郎
儀
、
追
々
御
達
之
振
を
以
相
糺
候
所
、
縫
殿
左
衛
門
操
芝
居
楽
屋
其
外
於
所
々
博
奕
仕
候
旨
及
白

状
候
付
、
口
書
指
出
入
御
覧
候
所
、
刑
目
論
候
様
口
書
御
下
ケ
御
達
ニ
付
、
則
別
紙
之
通
相
目
論
候
得
共
、
御
帰
国
被

（
二
六
一―

二
）

＊
下
手
綱
村　

し
も
て
つ
な
村
（
多
賀

郡
）。
松
岡
領
に
属
す
る
。
現
高
萩
市
下

手
綱
。北
寄
よ
り
を
関
根
川
が
東
流
す
る
。

竜
子
山
城
跡
が
あ
る
。

＊
大
塚
村　

お
お
つ
か
村
（
多
賀
郡
）。

松
岡
領
に
属
す
る
。
現
北
茨
城
市
磯
原
町

大
塚
。
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遊
候
御
祝
儀
ニ
付
、
御
大
赦
被
仰
出
候
御
儀
ニ
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
付
札
を
以
相
伺
候
通
、
閉
戸
日
数
三
十
日
申
付
候
而

も
可
然
哉
、
口
書
相
添
入
御
覧
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
六
三
）

　
　
　
　
　

三
月
廿
六
日
仕
出
御
用

一
、
小
林
市
衛
門
御
普
請
奉
行
御
雇
被
仰
付
候
廻
状

一
、
御
普
請
方
板
杭
木
御
断
之
廻
状
、
壱
通

一
、
堀
村
久
左
衛
門
被
盗
品
廻
状

一
、
於
御
本
丸
御
男
子
様
御
出
生
廻
状

一
、
御
在
国
中
所
々
御
成
候
節
御
供
之
衆
加
扶
持
之
廻
状

一
、
常
葉
村
与
頭
久
助
被
盗
品
戻
リ
廻
状

一
、
谷
津
善
次
家
督
之
廻
状

一
、
川
又
惣
蔵
所
へ
御
褒
美
被
下
候
浜
田
組
仕
出
廻
状

一
、
川
上
紋
十
郎
右
同
断
紅
葉
組
仕
出
廻
状

一
、
辰
江
戸
御
扶
持
舟
掛
リ
銭
、
浜
田
組
仕
出
廻
状

右
、
夫
々
ニ
御
見
わ
け
御
廻
し
可
被
下
候

一
、
滑
川
村
に
て
手
疵
負
候
者
刑
伺
壱
巻
、
前
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
村＊

松
両
村
小
検
見
ニ
付
、
騒
立
候
者
共
刑
伺
壱
巻
、
右
同
断

一
、
助
川
村
出
火
ニ
付
為
御
知
三
通
、
別
留
之
通
御
奉
行
御
用
人
御
目
付
方
へ
指
出
候
事

一
、
額
田
村
久
三
郎
刑
伺
壱
巻
、
前
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
子
育
金
勘
定
壱
巻
、
御
勘
定
所
へ
指
出
候
事
、
遣
候
事

一
、
穢＊

多
非
人
之
義
ニ
付
、
廻
状
紅
葉
へ
相
廻
し
候
様
遣
候
事

（
二
六
三
）

＊
村
松
両
村　

那
珂
郡
村
松
東
方
（
ひ
が

し
か
た
）
村
と
西
方
（
に
し
か
た
）
村
の

両
村
。
石
神
組
に
属
す
る
。
現
那
珂
郡
東

海
村
村
松
。
東
は
海
で
、
汽
水
湖
の
真
崎

浦
は
江
戸
末
期
よ
り
干
拓
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
十
三
参
り
で
有
名
な
「
虚
空
蔵
堂
」

が
海
岸
近
く
に
あ
る
。

＊
穢
多
・
非
人　

え
た
ひ
に
ん
。
近
世
の

賎
民
身
分
で
、
穢
多
は
皮
革
御
用
・
行
刑

役
・
牢
番
役
を
勤
め
た
。
非
人
は
共
同
体

か
ら
疎
外
さ
れ
た
乞
食
な
ど
を
さ
し
、
斃

牛
馬
処
理
、
刑
史
、
呪
術
、
芸
能
な
ど
一

連
の
穢
れ
に
対
す
る
清
め
の
職
能
を
担
っ

た
。
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一
、
向
山
寺
内
木
伐
之
義
ニ
付
、
別
留
通
御
用
人
衆
へ
申
出
候
事

右
、
受
払
方
へ
廻
ス

（
二
六
四―
一
）

加
藤
孫
三
郎
役
所
見
習
森
新
五
郎
事
、
当
月
中
迄
弐
人
扶
持
雇
之
所
、
又
々
申
出
候
趣
も
有
之
候
へ
共
、
右
者
来
月
中

相
済
候
条
、
是
又
御
申
達
可
被
有
之
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

赤
林
八
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

松
平
権
蔵
様

（
二
六
四―

二
）

　
　
　
　
　

覚

　

弐
人
御
扶
持　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
所
出
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
新
五
郎

右
之
者
、
役
所
支
配
手
不
足
ニ
付
御
雇
続
、
伺
之
上
相
済
候
付
、
去
ル
朔
日
申
付
候
、
仍
而
此
段
為
御
知
申
上
候
、
以

上
　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
六
五
）

以
書
付
致
啓
達
候
、
瀬
谷
村
作
次
郎
牢
扶
持
代
之
義
、
別
紙
両
通
申
出
候
間
、
近
日
御
渡
御
座
候
様
致
度
、
此
段
得
御

意
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
里
組

　
　
　
　
　
　

石
神
組
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（
二
六
六―

一
）

別
紙
申
候
通
、
常
福
寺
入
院
之
儀
申
来
候
間
、
為
廻
候
条
宜
敷
御
取
扱
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

尚
々
、
可
被
通
之
荷
物
・
通
行
之
人
馬
御
断
共
違
候
付
、
孫
三
郎
殿
へ
も
得
御
意
候
、
以
上

（
二
六
六―

二
）

向
山
常
福
寺
、
来
月
朔
日
於
江
戸
発
住
職
之
御
礼
相
済
候
へ
ハ
、
即
日
出
立
ニ
而
三
日
入
院
之
由
人
馬
等
之
儀
、
別
紙

之
通
今
日
江＊

府
よ
り
申
来
候
間
、
御
申
合
宜
御
取
計
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
忠
蔵

　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎
様

一
、四
月
二
日　

府
中
泊　

一
、三
日
長
岡
休　

一
、
同
日　

向
山
着

一
、
人
足
三
拾
八
人　
　
　

一
、
馬
拾
五
疋

右
之
通

（
二
六
七
）

扱
下
額
田
村
百
姓
伊
兵
衛
と
申
者
、
南
筋
へ
売
用
ニ
罷
出
、
家
内
之
者
壱
人
ニ
而
納
戸
へ
臥
居
、
下
男
等
ハ
二
階
へ
相

休
候
所
、
去
ル
廿
八
日
夜
盗
人
忍
入
、
箪
笥
錠
打
破
金
子
盗
取
立
去
候
由
、
尤
員
数
之
儀
者
当
人
留
主
故
聢
と
不
相
分

候
得
共
、
百
六
七
拾
両
程
も
可
有
之
段
、
家
内
之
者
申
聞
候
由
、
村
方
よ
り
訴
申
出
候
所
、
更
々
手
掛
リ
相
見
不
申
候

得
共
、
追
々
手
筋
相
求
候
様
可
仕
奉
存
候
、
仍
而
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

村
訴
ハ
略
ス

（
二
六
六―

二
）

＊
江
府　

こ
う
ふ
。
ご
う
ふ
。
江
戸
の
こ

と
。
江
戸
幕
府
が
あ
る
と
こ
ろ
。
徳
川
家

康
が
天
正
十
八
年
に
入
国
し
、
慶
長
八
年

に
江
戸
幕
府
を
開
設
し
た
。
享
保
年
間
以

降
は
人
口
百
万
都
市
と
な
る
。
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（
二
六
八
）

以　

書
付
致
啓
達
候
、
来
ル
九
日
村
々
鎮
守
明
神
磯
出
之
所
、
若
も
の
共
花＊

美
之
着
服
い
た
し
候
不
心
得
之
者
も
有
之

由
相
聞
候
間
、
忠
次
郎
殿
へ
も
御
申
合
致
候
、
別
紙
之
通
村
々
へ
申
達
候
事
ニ
御
座
候
、
仍
而
ハ
御
扱
下
よ
り
も
如
斯

御
座
候
得
ハ
、
御
触
出
ニ
い
た
し
度
候
、
右
左
も
無
之
候
ハ
ヽ
村
々
御
達
可
被
下
候
、
仍
而
下
書
相
廻
此
段
得
御
意
度

如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

四
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

　

但
、
別
紙
ハ
触
文
ニ
而
留
在
リ
爰
ニ
略
ス

（
二
六
九―

一
）

郷
中
隠
職
人
御
普
請
方
直
呼
出
之
儀
ニ
付
、
申
出
御
留
ニ
も
可
被
成
与
、
又
々
相
廻
候
条
御
順
達
留
リ
よ
り
御
返
可
被

成
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
宮
山
次
郎
衛
門

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

（
二
六
九―

二
）

隠
職
人
於
御
ふ（

普
請
）

し
ん
方
直
呼
出
之
儀
ニ
付
、
御
役
名
之
申
出
書
御
目
論
之
面
、
皆
様
御
同
心
に
て
御
廻
状
相
戻
候
処
、

幸
八
郎
殿
御
付
札
之
面
、
少
々
指
加
候
間
御
草
稿
僅
相
直
、
去
ル
十
九
日
御
用
人
衆
へ
指
出
候
事
ニ
御
座
候
、
仍
而
此

段
得
御
意
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

小
宮
山
次
郎
衛
門
様

尚
々
、
諸
郡
へ
も
御
席
々
又
々
御
廻
可
被
成
歟
、
此
段
得
御
意
候
、
以
上

（
二
六
八
）

＊
花
美
之
着
服　

か
び
の
ち
ゃ
く
ふ
く
。

は
で
や
か
な
衣
服
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。
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（
二
六
九―

三
）

以
廻
状
得
御
意
候
、郷
中
職
人
之
内
元
帳
へ
無
之
小
細
工
之
者
共
、御
普
請
方
直
呼
出
之
儀
、先
達
而
為
御
知
申
候
通
、

御
普
請
奉
行
中
へ
及
掛
合
候
処
、
筋
へ
申
出
候
由
ニ
而
、
別
紙
之
通
御
達
ニ
相
成
候
得
共
、
百
姓
共
外
役
所
よ
り
直
呼

出
与
申
候
而
ハ
い
か
ゝ
敷
御
座
候
ニ
付
、
別
紙
草
稿
之
通
申
出
候
様
致
度
存
候
、
御
役
名
申
出
之
儀
及
御
相
談
後
相
目

論
可
申
筈
之
処
、
無
其
儀
段
如
何
ニ
御
座
候
得
共
、
遠
所
之
手
隙
取
も
御
座
候
間
、
御
同
心
無
之
候
得
者
不
用
ニ
仕
候

迄
之
義
故
、
手
短
ニ
相
目
論
及
御
相
談
候
条
、
思
召
御
存
分
ニ
可
被
仰
下
候
、
以
上

　
　
　

二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
宮
山
次
郎
衛
門

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

巳
二
月
三
日

一
、
郷
中
隠
職
人
之
儀
、
御
普
請
方
よ
り
役
所
へ
か
け
合
之
上
、　

指
出
度
段
申
出
在
之
候
処
、
弥

＊
（
矢
）張
是
迄
之
通
御
ふ

　

し
ん
方
ニ
而
呼
出
為
相
勤
候
儀
ニ
候
間
、
其
旨
御
達
候
事

　
　

但
、
外
九
郡
へ
も
右
之
趣
申
合
候
様
に
て
御
達
候
事

（
二
六
九―

四
）

郷
中
隠
職
人
之
儀
ニ
付
、
御
達
御
座
候
付
得
御
意
候
所
、
御
役
所
よ
り
御
申
出
被
成
候
義
ハ
無
之
御
分
リ
兼
被
成
候
由

被
仰
聞
候
所
、
右
ハ
御
普
請
方
よ
り
申
出
候
ニ
付
、
御
達
ニ
相
成
候
由
ニ
奉
存
候
、
右
答
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

二
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
蔵

　
　
　
　
　
　

次
郎
衛
門
様

（
二
六
九―

五
）

御
書
付
致
拝
見
候
、
御
帰
国
ニ
付
指
急
キ
之
御
用
御
座
候
ニ
付
、
御
扱
下
諸
職
人
共
呼
出
申
遣
候
所
、
其
御
役
所
へ
御

文
通
不
申
直
呼
出
之
儀
ハ
い
か
ゝ
相
心
得
候
哉
、
御
糺
も
御
分
被
成
兼
、
又
ハ
小
細
工
さ
た
人
等
に
て
御
さ
し
出
被
成

（
二
六
九―

三
）

＊
矢
張　

や
は
り
。
案
の
定
。
矢
張
り
は

後
世
の
当
て
字
。
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兼
候
趣
、か
た

く
被
仰
下
致
承
知
候
得
共
、先
年
よ
り
隠
れ
職
人
改
役
相
立
置
、見
出
次
第
直
呼
出
申
付
来
候
得
共
、

郷
中
へ
御
触
出
之
旨
に
て
直
呼
出
仕
候
而
も
罷
出
兼
候
様
子
ニ
御
座
候
処
、
御
国
中
へ
拘
リ
候
義
ニ
而
我
々
共
了
簡
に

て
相
決
兼
候
ニ
付
、御
書
付
さ
し
添
其
御
筋
へ
相
伺
之
所
、以
来
是
迄
之
通
リ
直
呼
出
仕
召
仕
候
様
に
て
御
達
御
座
候
、

尚
又
御
郡
方
へ
も
直
呼
出
為
致
候
旨
御
達
有
之
趣
ニ
付
、
此
間
御
文
通
申
候
得
共
、
夫
も
行
違
候
様
ニ
御
座
候
、
仍
而

諸
職
人
之
儀
ニ
付
、
先
年
よ
り
直
呼
出
仕
来
申
候
へ
ハ
、
今
更
御
相
対
に
て
指
扣
候
儀
ニ
者
難
致
御
ざ
候
、
於
此
方
ニ

も
隠
細
工
い
た
し
候
義
見
咎
候
而
申
達
候
得
ハ
、
以
来
被
仰
聞
候
通
御
改
帳
之
外
呼
出
不
申
候
而
も
故
障
在
之
候
間
、

御
掛
ケ
合
ニ
而
ハ
承
知
不
仕
候
而
、
其
御
筋
よ
り
御
達
御
座
候
様
仕
度
奉
存
候
、
仍
被
仰
聞
候
間
、
以
来
共
直
呼
出
申

付
候
間
左
様
御
心
得
可
被
下
候
、
為
御
答
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

二
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
普
請
奉
行
共

　
　
　
　
　
　

小
宮
山
次
郎
衛
門
様

（
二
六
九―

六
）

郷
中
隠
職
人
、
御
普
請
方
よ
り
役
所
へ
不
掛
合
直
ニ
呼
出
候
ニ
付
、
旧
冬
小
宮
山
次
郎
衛
門
よ
り
御
普
請
奉
行
迄
掛
合

候
旨
御
ざ
候
所
、
右
役
所
よ
り
申
上
候
由
ニ
而
、
弥
張
是
迄
之
通
御
普
請
方
ニ
而
直
呼
出
為
相
勤
候
様
、
尚
又
九
郡
へ

も
申
合
候
様
次
郎
衛
門
へ
御
達
之
趣
承
知
仕
候
所
、
右
之
通
リ
直
呼
出
ニ
而
召
仕
候
儀
、
於
役
所
ハ
是
迄
相
心
得
不
申

候
義
ニ
御
座
候
、
諸
職
人
之
儀
ハ
、
於
役
所
年
々
吟
味
之
上
元
帳
御
ふ
し
ん
方
へ
相
廻
御
用
有
之
次
第
、
右
役
所
ニ
而

元
帳
名
前
ヲ
以
呼
出
シ
召
仕
候
事
ニ
御
座
候
得
共
、僅
之
細
工
等
い
た
し
候
も
の
者
全
ク
平
之
百
姓
ニ
而
御
座
候
へ
ハ
、

支
配
役
所
へ
無
沙
汰
之
呼
出
申
候
筋
無
之
様
ニ
奉
存
候
、
御
普
請
方
計
へ
も
無
之
外
、
諸
役
所
ハ
不
及
申
於
御
筋
御
用

御
座
候
而
も
、
支
配
役
所
へ
御
達
無
之
直
御
呼
出
与
申
義
ハ
無
之
事
ニ
御
座
候
、
尤
右
隠
職
人
之
儀
ニ
付
而
ハ
、
去
八

月
中
御
達
之
趣
も
御
座
候
付
、
於
役
所
も
随
分
吟
味
仕
候
而
元
帳
ニ
組
入
候
様
ニ
ハ
仕
候
得
共
、
今
以
吟
味
不
行
届
洩

居
候
分
も
可
有
御
座
候
奉
存
候
間
、
右
様
之
者
ハ
右
役
所
よ
り
役
所
へ
申
遣
候
得
ハ
、
早
速
元
帳
へ
く
ミ
入
、
右
役
所

へ
指
出
、
御
用
為
相
勤
、
是
迄
隠
居
咎
振
如
夫
々
ニ
可
申
付
奉
存
候
所
、
右
役
所
よ
り
直
呼
出
召
仕
候
得
ハ
、
た
と
へ

御
普
請
方
御
用
ハ
相
勤
候
而
も
、支
配
役
所
ニ
而
者
い
つ
ま
て
も
不
存
居
候
事
故
、何
等
之
咎
も
不
申
付
候
様
ニ
而
ハ
、
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何
共
相
済
不
申
事
ニ
而
、
却
而
職
人
共
申
合
ニ
而
支
配
所
へ
ハ
永
ク
隠
候
類
も
難
計
奉
存
候
、
其
上
此
節
ハ
厚
キ　

尊

慮
ヲ
以
配
符
御
厭
も
有
之
百
姓
共
一
統
難
在
奉
存
候
砌
ニ
御
座
候
所
、
次
郎
衛
門
名
前
違
等
に
て
其
村
ニ
無
之
名
前
之

者
ヲ
呼
出
、
或
ハ
何
村
隠
職
人
壱
人
抔
々
相
達
、
其
外
老
人
・
病
身
等
に
て
願
之
上
、
職
分
相
止
メ
居
候
者
ヲ
呼
、
尚

更
同
人
ヲ
重
々
呼
出
、
又
ハ
脊（
咳
）持
等
に
て
農
事
本
渡
不
相
成
少
々
之
繕
細
工
等
い
た
し
候
者
迄
、
其
時
々
遠
所
之
村
方

迄
、
昼
夜
刻
付
配
符
に
て
呼
出
相
達
候
処
、
間
々
村
次
不
順
に
て
配
符
参
着
及
遅
滞
候
得
ハ
、
又
々
延
引
之
次
第
村
役

人
ヲ
以
申
出
候
様
追
配
符
到
来
仕
候
、
右
等
之
内
ニ
ハ
相
分
リ
兼
候
次
第
も
在
之
、
村
役
人
よ
り
支
配
役
所
へ
伺
出
候

様
成
儀
も
御
座
候
得
ハ
、
人
夫
村
役
人
迄
誠
ニ
無
益
ニ
相
傷
、
折
角
配
符
御
厭
之　

尊
慮
被
為
在
候
砌
、
於
我
々
残
念

ニ
奉
存
候
、右
之
通
甚
故
障
も
在
之
候
儀
ニ
御
ざ
候
旨
、た
と
へ
右
役
所
に
て
先
例
在
之
直
呼
出
仕
来
候
段
申
上
候
共
、

以
来
ハ
其
時
々
役
所
へ
か
け
合
候
様
ニ
御
普
請
方
へ
御
達
置
被
下
度
奉
存
候
、
仍
御
達
之
旨
ハ
御
座
候
得
共
此
段
申
上

候
、
以
上

　
　
　

巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
奉
行
共

（
二
七
〇
）

御
廻
状
致
拝
見
候
、
目
論
之
通
御
申
出
之
儀
、
於
拙
者
ハ
何
之
存
意
も
無
之
御
同
心
ニ
御
座
候
、
留
ニ
も
不
致
相
廻
申

候
間
、
御
決
着
之
所
、
追
而
可
被
仰
下
候
、
以
上

　
　
　

二
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
儀
兵
衛

（
二
七
一
）

御
廻
状
致
拝
見
候
、
義
兵
衛
殿
御
付＊

出
之
通
、
御
同
心
ニ
御
座
候
、
於
役
所
ニ
も
留
ニ
も
不
致
御
廻
申
候
間
、
御
決
着

申
候
処
、
追
而
可
被
仰
下
候
、
以
上

　
　
　

二
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
石
又
衛
門

（
二
七
二
）

（
二
七
一
）

＊
付
出　

つ
け
だ
し
。
郡
奉
行
衆
の
伺
書

の
案
に
対
し
て
意
見
を
記
し
た
付
箋
を
添

付
し
て
お
く
こ
と
。
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村
々
隠
職
人
、
御
普
請
方
直
呼
出
之
儀
、
一
々
御
尤
御
座
候
、
拙
簡
へ
も
度
々
間
違
・
無
法
之
呼
出
い
た
し
、
村
々
費

傷
不
少
候
、
た
と
へ
御
達
相
成
候
共
相
止
メ
申
度
候
、
右
之
儀
ニ
付
候
而
ハ
度
々
及
文
通
掛
合
候
事
御
座
候
、
甚
タ
御

同
心
ニ
御
ざ
候
、
宜
御
申
出
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

二
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
六

　

外
付
札
も
大
図
同
意
ニ
付
略
ス

（
二
七
三
）

以
廻
状
致
啓
達
候
、
支
配
宮
田
清
介
呵＊

押
込
置
可
申
旨
御
達
ニ
付
、
去
月
十
九
日
申
渡
候
所
、
当
月
十
八
日
迄
ニ
而
御

免
ニ
相
成
申
候
、
依
而
別
紙
被
仰
渡
書
写
懸
御
目
申
候
、
御
覧
乍
御
セ
話
御
順
達
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
方
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
田
清
助

湊
村
百
姓
新
介
与
申
者
、
女
房
懐
胎
申
出
も
無
之
致
半
産
候
疑
心
ニ
付
、
去
七
月
中
縄
下
申
付
日
数
七
日
過
免
許
可
申

付
処
致
脱
落
、
日
数
六
十
四
日
相
後
恐
入
候
旨
申
出
候
、
右
等
之
儀
ハ
何
分
念
入
取
扱
可
申
処
、
畢
竟
心
得
疎
故
之
儀

与
不
調
法
至
極
ニ
付
、
呵
押
込
置
可
申
者
也

（
二
七
四―

一
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候
事

一
、
当
村
吉
之
平
、
湯
長
谷
村
御
館
下
ニ
而
水
死
仕
候
処
、
死
骸
請
取
候
様
被
仰
下
候
ニ
付
、
右
由
緒
之
者
共
并
組
頭

　

 

指
遣
、
先
方
名
主
江
掛
合
右
場
所
江
罷
越
、
御
作
事
方
下
目
付
并
名
主
組
頭
等
立
合
之
上
、
死
骸
相
請
取
候
処
、
由

（
二
七
三
）

＊
呵
押
込　

し
か
り
お
し
こ
め
。
呵
は
白

州
に
呼
び
出
し
、
そ
の
罪
を
叱
責
す
る
も

の
で
、
押
込
は
獄
舎
や
そ
の
他
の
場
所
に

罪
人
を
隔
離
す
る
刑
罰
で
あ
る
が
、
水
戸

藩
の
場
合
、叱
っ
て
自
宅
に
謹
慎
さ
せ
た
。
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緒
之
者
并

（
共
ヵ
）願
ニ
而
先
方
へ
も
対
談
之
上
、
同
所
真
言
宗
長
徳
寺
江
葬
申
候
、
尤
最
初
よ
り
彼
是
懇
之
取
扱
ニ
罷
成
、

猶
又
出
役
ニ
而
世
話
ニ
相
成
候
者
、
名
前
別
紙
ニ
相
認
奉
御
覧
入
候
、
依
如
件

　
　
　

文
化
六
年
巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
慈
村

　
　

別
紙
末
三
枚
目
ニ
有　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭
共　

印

　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

（
二
七
四―

二
）

△
此
申
出
末
拾
三
枚
目
ニ
有

　

 

乍
貴
答
去
ル
十
八
日
御
指
出
貴
札
同
廿
日
相
達
致
拝
見
候
、
先
以
被
成
御
揃
弥
御
堅
康
被
成
御
勤
仕
珍
重
御
事
奉
存

候
、
然
者
先
達
而
孫
三
郎
殿
江
申
上
候
通
、
当
領
湯
長
谷
村
内
古
井
落
入
候
者
在
之
、
同
日
未
明
大
勢
打
寄
介
揚
候

内
相
果
、
療
用
指
加
候
処
難
叶
、
右
ニ
付
当
役
人
共
及
見
分
候
、
則
右
見
分
書
写
、
先
達
而
懸
御
目
候
通
ニ
在
之
、

右
死
人
、
岩
城
四
倉
鈴
木
茂
七
よ
り
其　

御
領
分
久
慈
村
青
山
藤
兵
衛
江
之
封
状
所
持
ニ
付
、
即
刻
四
倉
江
為
相
知

候
処
、
同
所
之
者
ニ
無
之
、
藤
兵
衛
江
致
文
通
候
向
へ
も
無
之
、
右
ニ
付
早
速
久
慈
村
藤
兵
衛
江
人
相
書
飛
脚
を
以

申
遣
候
所
、
親
類
罷
越
、
死
骸
見
届
候
処
、
右
村
吉
之
平
ニ
相
違
無
之
、
死
骸
引
取
之
義
当
役
所
江
右
親
類
共
よ
り

願
出
候
ニ
付
、
為
御
知
旁
右
之
段
得
貴
意
、
猶
又
其　

御
役
所
ニ
お
ゐ
て
久
慈
村
御
糺
被
成
候
処
、
同
村
吉
之
平
死

骸
ニ
相
違
無
之
旨
申
上
、
右
ニ
付
吉
之
平
由
緒
之
者
并
村
役
人
中
爰
元
江
被
成
御
差
越
、
右
死
骸
引
渡
候
様
被
成
度

段
御
紙
面
之
趣
承
知
仕
候
、
被
仰
下
候
通
久
慈
村
親
類
并
村
役
人
中
江
死
骸
早
速
引
渡
候
様
可
仕
候
、
且
爰
元
世
話

之
向
御
挨
拶
被
仰
下
被
入
御
念
候
御
事
ニ
奉
存
候
、
前
書
貴
答
申
上
候
趣
共
孫
三
郎
殿
江
宜
被
仰
上
可
被
下
候
、
右

御
再
答
如
斯
御
座
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　

三
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
村
新
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
秋
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
色
才
助
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賢
中
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

武
田
伴
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　

小
松
崎
伴
助
様

御
追
書
致
拝
見
候
、
久
慈
村
よ
り
爰
元
江
罷
越
候
親
族
共
、
当
役
所
江
願
書
さ
し
出
、
右
写
先
達
而
懸
御
目
候
処
、
御

落
手
被
下
候
旨
被
仰
下
承
知
仕
候
、
以
上

（
二
七
五
）

　
　
　
　
　

四
月
朔
日
仕
出
御
用

一
、
奥
御
賄
方
納
芹（

ヵ
）半
長
物
弐
拾
七
束
、
本
手
形
ニ
引
替
候
様
受
払
方
へ
廻
ス

一
、
額
田
村
伊
兵
衛
金
百
両
余
被
盗
候
段
、
前
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
申
出
候
事

一
、
滑
川
村
新
次
兵
衛
等
飢
人
相
済
候
、
為
知
吟
味
方
へ
指
出
候
事

一
、
大
谷
四
兵
衛
等
御
目
見
相
済
候
、
別
紙
御
達
書
御
奉
行
衆
へ
返
上
致
候
事

一
、
常
福
寺
入
院
人
馬
等
之
廻
状
并
御
帰
国
ニ
付
人
馬
減
方
之
廻
状
、
常
葉
組
へ
返
候
事

一
、
森
新
五
郎
御
雇
、
為
御
知
前
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
額
田
村
渡
舟
入
札
三
枚
、
吟
味
方
へ
開
札
請
ニ
指
出
候
事

一
、
平＊

須
村
五
兵
衛
よ
り
之
申
出
壱
通
、
紅
葉
へ
廻
候
事

一
、
村＊

松
競
馬　

上＊

覧
御
幕
や（

屋
）等
之
義
、
寛
政
之
留
書
抜
浜
田
組
へ
遣
候
事

一
、 

元
禄
九
子
年
日
光
へ
木
札
相
渡
候
義
と
有
之
段
留
之
面
書
抜
、
尚
又
、
常
葉
組
ニ
も
可
有
之
間
糺
之
上
、
紅
葉
へ

相
廻
呉
候
様
忠
次
郎
方
へ
申
遣
候
事

　
　
　
　
　

同
日
帰
御
用

一 

、
俊
祥
院
様
御
法
事
之
節
拝
借
之
儀
、
吟
味
方
問
合
候
所
、
弐
ケ
年
賦
ニ
相
済
候
段
、
吟
味
方
申
聞
有
之
由
、
受
払

方
よ
り
申
来
候
事

（
二
七
五
）

＊
平
須
村　

ひ
ら
す
村
（
茨
城
郡
）。
浜

田
組
に
属
す
る
。
現
水
戸
市
平
須
町
。
千

波
・
緑
丘
台
地
の
南
の
平
坦
地
に
位
置
す

る
。

＊
村
松
競
馬　

例
年
四
月
九
日
、
村
松
大

神
宮
を
主
体
と
し
た
神
輿
渡
御
の
祭
り

（
ヤ
ン
サ
マ
チ
）
に
併
せ
競
馬
が
あ
っ
た
。

村
松
大
神
宮
か
ら
酒
列
磯
前
神
社
ま
で
六

頭
の
馬
が
海
岸
線
を
駆
け
た
。

＊
上
覧　

じ
ょ
う
ら
ん
。
天
皇
ま
た
は
貴

人
が
ご
覧
に
な
る
こ
と
。こ
こ
で
は
藩
主
。
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（
二
七
六
）

　

代
官
役　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
目
付

　
　
　
　

岡
部
団
蔵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
藤
儀
八

　

寺
社
下
役　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
事
方

　
　
　
　

長
山
栄
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箱
崎
善
衛
門

　

医
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

左
次
衛
門

　
　
　
　

比
佐
玄
意　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

杢
兵
衛

　

名
主　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

嘉
左
衛
門

　
　
　
　

大
平
権
次
郎　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

吉
三
郎

右
、
当
村
吉
之
平
於
湯
長
谷
死
失
ニ
付
、
始
終
出
役
ニ
而
御
取
扱
之
方
々
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
慈
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
人

（
二
七
七
）

以
書
付
致
啓
達
候
、
馬
場
御
殿
、
太
田　

御
旅
館
場
へ
為
御
引
ニ
相
成
候
付
而
ハ
、
万
一
御
近
火
之
節
ハ
是
迄
之
村
方

太
田　

御
殿
へ
走
付
候
様
ニ
と
之
儀
、別
紙
之
通
御
奉
行
衆
よ
り
御
達
御
座
候
付
、則
別
紙
相
廻
申
候
間
、御
扱
下
村
々

へ
者
宜
御
達
可
被
成
候
、
此
段
得
御
意
度
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　

四
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
江
忠
八
郎

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

（
馬
場
之
事
ヵ
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（ 
太
田　

御
殿
御
近
火
之
節
、
走
付
人
足
村
数
相
糺
候
へ
ハ
、
別
紙
之
通
申
出
候
、
然
ル
所
右　

御
殿
、
此
度
太
田　

御

旅
館
場
へ
為
御
引
ニ
相
成
候
付
而
ハ
、
万
一
御
近
火
之
節
、
是
迄
之
村
方
太
田　

御
殿
江
走
付
候
様
扱
御
郡
方
江
御

達
ニ
而
可
然
奉
存
候
、　

御
殿
守
方
へ
者
手
元
よ
り
相
達
可
申
候
間
、
御
郡
方
へ
御
達
之
節
、
私
共
へ
も
御
達
可
被

下
候
、
其
節
赤
須
藤
次
郎
等
へ
者
相
達
可
申
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
用
人
共

　
　
　
　
　

覚

　
　

 

大＊

門
村　

大＊

平
村　

増
井
村　

小＊

野
村　

新＊

宿
村　

瑞＊

龍
村　

里
野
宮
村　

白
羽
村　

田
渡
村　

西＊

宮
村　

三
才

村　

太
田
村　
　

〆
拾
弐
ケ
村

　

右
之
通
リ

（
二
七
八
）

　
　
　
　
　

四
月
五
日
仕
出
御
用

一
、
綿
引
伊
衛
門
褒
美
之
廻
状
壱
通
、
増
井
へ
返
候
様

一 

、
郷
中
諸
職
人
之
義
申
出
廻
状
、
御
着
城
之
節
手
附
中
御
返
筋
へ　

罷
出
候
廻
状
、
宮
田
清
助
御
呵
之
廻
状
、
〆
三

通
大
里
へ
廻
候
様

一
、
御
供
先
ニ
而
御
貸
合
羽
之
廻
状
、
御
旅
先
ニ
而
炭
油
之
廻
状
、
〆
弐
通
小
菅
へ
廻
候
様

一
、
伊
藤
三
郎
兵
衛
殿
、
部＊

田
野
村
に
て
竹
木
拝
領
相
済
候
付
、
前
振
書
抜
浜
田
組
へ
相
廻
候
事

一
、
太
田
御
殿
走
付
人
足
御
達
書
、
御
奉
行
衆
へ
御
返
上
致
候
事

右
、
受
払
方
へ
廻
ス

　
　
　
　
　

同
日
受
払
方
帰
リ
御
用

一
、
額
田
村
渡
舟
入
札
三
枚
、
吟
味
方
開
札
相
済
下
リ
候
事

（
二
七
七
）

＊
大
門
村　

お
お
か
ど
村
（
久
慈
郡
）。

大
里
組
に
属
す
る
。
現
常
陸
太
田
市
上
、

下
大
門
町
付
近
。
村
内
に
国
見
山
、
親
鸞

遺
跡
の
枕
石
寺
跡
が
あ
る
。

＊
大
平
村　

お
お
だ
い
ら
村
（
久
慈
郡
）。

大
里
組
に
属
す
る
。現
常
陸
太
田
市
大
平
。

山
田
川
の
東
に
あ
り
支
流
湯
の
沢
（
ゆ
の

さ
わ
）
沿
い
の
谷
間
に
あ
る
村
。

＊
小
野
村　

お
の
村
（
久
慈
郡
）。
大
里

組
に
属
す
る
。
現
常
陸
太
田
市
瑞
竜
町
。

里
川
の
西
に
あ
り
、
北
は
瑞
竜
村
。
久
安

年
間
、
小
野
崎
通
盛
が
創
建
し
た
小
野
崎

城
跡
が
あ
る
。

＊
新
宿
村　

あ
ら
じ
ゅ
く
村
（
久
慈
郡
）。

大
里
組
に
属
す
る
。
現
常
陸
太
田
市
新
宿

町
。
徳
川
光
圀
の
隠
居
所
の
西
山
荘
や
久

昌
寺
が
あ
る
。

＊
瑞
龍
村　

ず
い
り
ゅ
う
村
（
久
慈
郡
）。

大
里
組
に
属
す
る
。
現
常
陸
太
田
市
瑞
竜

町
。
村
内
に
水
戸
藩
主
徳
川
家
累
代
の
墓

所
が
あ
る
。

＊
西
宮
村　

に
し
み
や
村
（
久
慈
郡
）。

大
里
組
に
属
す
る
。
現
常
陸
太
田
市
西
宮

町
。
里
川
西
岸
に
位
置
す
る
村
。
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一
、
向
山
常
福
寺
御
普
請
竹
木
御
断
、
御
用
人
衆
よ
り
御
達
有
之
由
之
事

一
、
舫＊

夫
金
等
御
証
文
之
内
白
羽
村
等
給
知
不
相
分
候
間
、
書
出
候
様
吟
味
方
よ
り
申
聞
有
之
由
之
事

一
、
横
堀
村
儀
介
等
牢
扶
持
代
之
事
、
別
紙
之
通
催
促
有
之
事

右
、
受
払
方
よ
り
申
来
候
事

（
二
七
九
）

向
山
常
福
寺
御
普
請
御
用
郷＊

人
足
・
竹
木
・
縄
・
藁＊

菰
其
外
諸
品
御
入
用
次
第
被
指
出
候
様
、
石
神
御
郡
方
へ
御
断
被

成
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
普
請
方

（
二
八
〇
）

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
壱
両
弐
分
也　
　

横
堀
村　
　
　

鐚
五
百
文　
　

上
高
場
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
介　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
蔵

　
　

〆
弐
人

右
之
者
共
、
獄
扶
持
代
相
滞
候
付
、
穀
屋
へ
払
方
ニ
指
支
候
由
、
冨
田
太
十
郎
よ
り
申
出
有
之
候
由
、
来
ル
九
日
迄
ニ

皆
納
致
候
様
御
達
ニ
致
度
候
事

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
町
方

　
　
　
　
　
　

石
神
御
郡
方

（
二
八
一
）

（
二
七
八
）

＊
部
田
野
村　

へ
た
の
村
（
那
珂
郡
）。

浜
田
組
に
属
す
る
。
現
ひ
た
ち
な
か
市
部

田
野
。
中
丸
川
左
岸
の
水
田
地
帯
と
大
地

と
か
ら
な
る
。

＊
舫　

も
や
い
。
舫
金
の
こ
と
。
舫
金
と

は
元
知
行
取
り
の
武
士
が
江
戸
詰
め
の
際

に
人
夫
の
代
わ
り
と
し
て
賜
る
も
の
で
、

そ
れ
を
無
役
の
他
の
知
行
取
り
か
ら
出
さ

せ
て
配
分
し
た
。
こ
の
金
は
そ
れ
ぞ
れ
の

知
行
所
か
ら
徴
収
さ
れ
た
。

（
二
七
九
）

＊
郷
人
足　

郷
村
か
ら
往
来
駅
場
御
用
・

御
普
請
並
び
に
村
用
そ
の
外
諸
御
用
・
新

葬
並
び
に
法
事
御
用
な
ど
で
挑
発
さ
れ
た

人
足
。

＊
藁
菰　

わ
ら
こ
も
。
藁
は
稲
麦
な
ど
の

茎
を
乾
か
し
た
も
の
。
菰
は
粗
く
織
っ
た

む
し
ろ
。も
と
は
マ
コ
モ
を
材
料
に
し
た
。
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石
神
御
郡
方

舫
夫
金
雑
石
御
免
御
証
文
之
内

白
羽　

稲
田　

白
方　

大
森　

高
野

右
村
々
、
御
給
知
之
分
書
出

（
二
八
二
）

一
、
小
木
津
村
畠
方
壱
斗
四
升
四
合
御
救
帳
よ
り
達
候
意
味

右
、
吟
味
方
よ
り
申
聞
有
之
事

（
二
八
三―

一
）

此
度
、
御
寄
合
ニ
而
出
来
候
草
稿
、
別
紙
之
通
相
廻
候
条
、
御
順
覧
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

四
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

此
廻
状
配
符
に
て
大
里
へ
廻
ス

（
二
八
三―

二
）

郷＊

鳥
見
、
居
村
ニ
お
い
て
役
高
引
之
儀
御
達
御
座
候
処
、
村
々
傷
ニ
も
罷
成
、
郷
中
御
厭
之
儀
、
厚
キ
御
仁
慈
之
思
召

ニ
も
相
並
不
申
様
奉
存
候
間
、
役
高
引
御
止
之
義
、
委
細
先
日
忠
次
郎
・
次
郎
左
衛
門
申
出
候
処
、
い
つ
れ
ニ
も
役
高

相
引
候
様
再
応
御
達
之
趣
も
御
座
候
付
、
役
高
相
引
候
様
可
仕
候
所
、
居
村
々
ニ
而
計
相
引
候
而
者
、
其
村
々
而
已
相

傷
、
折
角
郷
中
御
厭
之
思
召
被
為
在
候
砌
ニ
而
、
村
々
気
請
も
如
何
と
奉
存
候
間
、
黒
鍬
荒
子
増
給
分
ニ
順
村
々
割
物

ニ
い
た
し
、
右
役
高
代
御
鷹
場
村
々
よ
り
割
取
相
渡
候
様
可
仕
候

一
、 

郷
鳥
見
共
帯
刀
之
儀
、尚
亦
御
達
御
座
候
処
、彼
是
故
障
之
筋
も
相
見
申
候
付
、帯
刀
不
仕
候
様
御
達
ニ
仕
度
旨
、

是
亦
忠
次
郎
等
よ
り
申
出
候
処
、
先
例
ニ
候
間
帯
刀
為
仕
候
旨
御
達
之
趣
も
御
座
候
得
共
、
一
体
百
姓
之
内
よ
り

（
二
八
三―

二
）

＊
郷
鳥
見　

ご
う
と
り
み
。
鳥
見
と
は
江

戸
幕
府
や
諸
藩
に
置
か
れ
た
鷹
場
役
人
。

将
軍
あ
る
い
は
藩
主
の
鷹
場
の
管
理
を

し
、
密
猟
の
禁
制
な
ど
に
あ
た
っ
た
。
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御
立
被
成
候
も
の
ニ
付
、
た
と
へ
郷
鳥
見
被
仰
付
置
候
中
ニ
而
も
、
村
役
人
共
之
支
配
を
も
請
候
も
の
ニ
御
座
候

得
者
、
帯
刀
仕
候
様
ニ
而
者
、
村
役
人
共
取
扱
之
指
支
ハ
勿
論
、
彼
是
故
障
之
筋
も
相
見
、
委
細
者
先
日
忠
次
郎

等
よ
り
申
上
候
通
ニ
有
之
、
尚
更
先
例
帯
刀
仕
候
段
於
役
所
ハ
相
心
得
不
申
、
い
つ
れ
ニ
も
件
之
通
故
障
も
相
見

申
候
間
、
帯
刀
ハ
不
仕
候
様
仕
度
、
此
段
亦
々
申
上
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
奉
行
共

（
二
八
四―

一
）

郷
士
共
二
男
以
下
帯
刀
ハ
不
罷
成
御
法
ニ
有
之
、
既
ニ
太
田
村
郷
士
羽
部
祐
九
郎
義
、
御
法
相
背
キ
三
男
江
帯
刀
為
仕

候
ニ
付
、
旧
冬
御
舟
も
御
座
候
処
、
二
男
以
下
同
居
之
中
ニ
限
、
帯
刀
御
免
之
義
、
別
紙
写
之
通
郷
士
共
よ
り
願
出
申

候
処
、
件
之
通
祐
九
郎
御
舟
無
間
も
願
出
候
段
ハ
甚
不
心
得
至
極
ニ
御
座
候
間
、
其
旨
相
達
願
書
指
戻
シ
申
候
得
共
、

此
段
御
心
得
ニ
申
上
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
奉
行
共

（
二
八
四―

二
）

一 

、
我
々
共
次
男
以
下
帯
刀
不
相
成
哉
否
之
義
、
屹
与
相
弁
候
儀
無
御
座
候
得
共
、
同
居
之
中
ハ
先
規
よ
り
一
統
為
帯

来
候
処
、
右
之
義
ニ
付
去
冬
中
同
役
羽
部
祐
九
郎
御
達
之
振
、
尚
亦
此
度
大＊

里
御
陣
屋
よ
り
御
達
之
趣
承
知
仕
候
而

者
重
々
恐
入
奉
存
候
、
我
々
共
一
統
郷
宅
ニ
罷
在
、
猟
師
支
配
而
已
ニ
而
為
指
御
奉
公
筋
も
無
御
座
候
得
共
、
御
武

役
御
手
当
数
ニ
も
相
加
リ
居
候
得
者
、
末
々
倅
共
養
育
仕
為
致
同
居
置
、
万
々
一
御
用
之
節
ハ
、
事
ニ
よ
り
彼
等
も

召
連
罷
出
、
乍
恐
身
分
相
応
之
御
用
ニ
も
相
立
度
事
ニ
ハ
、
嫡
子
病
身
等
ニ
而
、
往
々
御
奉
公
筋
相
勤
兼
候
様
成
人

物
ニ
も
御
座
候
へ
ハ
、
二
三
男
ニ
不
限
養
子
ニ
仕
度
、
常
々
覚
悟
仕
罷
在
候
、
尤
我
々
共
御
武
役
之
儀
ハ
勿
論
、
平

日
と
て
も
重
立
候
御
用
向
有
之
罷
出
候
節
ハ
、
家
来
へ
も
帯
刀
為
致
候
身
分
ニ
御
ざ
候
処
、
同
居
た
り
共
二
男
以
下

帯
刀
不
相
成
候
様
罷
成
候
而
者
、
家
来
帯
刀
為
仕
候
所
へ
も
甚
相
当
不
仕
、
旦
亦
養
育
役
界
（
マ
マ
）仕
置
万
々
一
之
節
御
用

ニ
も
相
備
申
度
、
平
日　

上
之
御
厚
恩
教
訓
等
仕
候
ニ
も
、
前
件
之
通
二
男
以
下
農
人
同
様
之
御
見
通
ニ
罷
成
候
而

（
二
八
四―

二
）

＊
大
里
御
陣
屋　

入
江
忠
八
郎
が
郡
奉
行

を
勤
め
た
大
里
組
の
役
所
。
現
在
の
常
陸

太
田
市
大
里
町
一
分
台
（
い
ち
ぶ
だ
い
）

に
あ
っ
た
。（
七
六
）
大
里
組
を
参
照
。
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者
、
甚
指
支
歎
敷
次
第
ニ
奉
存
候
間
、
何
卒
御
仁
恵
之
御
了
簡
ヲ
以
、
二
男
以
下
共
同
居
候
中
ニ
限
、
帯
刀
御
免
許

被
下
置
候
様
、
仕
度
此
段
相
済
候
様
偏
ニ
奉
願
候
、
以
上

　
　

二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
須
賀
喜
内

（
二
八
五―

一
）

西＊

本
願
寺
よ
り
使
僧
ヲ
以　

御
領
中
右
門
徒
末
寺
へ
教
諭
致
さ
れ
候
義
ニ
付
、
御
達
之
趣
承
知
仕
候
処
、
一
向
宗
之
教

法
我
々
と
も
承
候
趣
ニ
而
者
、
重
悪
之
罪
人
ニ
而
も
阿
弥
陀
仏
之
名
号
さ
へ
唱
申
候
得
者
、
極
楽
へ
救
取
候
由
申
聞
候

由
、
是
即
悪
人
増
長
愚
俗
帰＊

依
仕
候
第
一
義
ニ
而
、
御
政＊

事
之
妨
此
上
な
き
事
と
奉
存
候
、
其
上
御
領
中
百
姓
皆
そ
れ

く
之
宗
旨
御
座
候
得
共
、
一
向
宗
教
諭
触
流
等
仕
候
ハ
ヽ
、
外
之
宗
旨
之
も
の
共
之
内
帰
依
等
出
来
、
以
之
外
不
可

然
奉
存
候
、
た
と
ひ
育
子
等
之
儀
右
教
法
ニ
而
行
届
候
共
、
又
一
方
之
大
害
可
生
事
と
奉
存
候
、
況　

文
公
様
よ
り
御

引
続
被
遊
候
而
、
育
子
之
儀
厚
被
仰
付
候
上
ハ
、
右
等
教
諭
の
力
ヲ
御
借
リ
被
遊
候
ニ
も
お
よ
ひ
申
間
敷
と
奉
存
候
、

東
照
宮
之
御
神
徳
古
今
ノ
比
類
無
之
御
儀
申
上
候
ニ
不
及
候
次
第
、
土＊

呂
・
針
崎
ノ
一
向
宗
謀
反
仕
、
御
譜
代
之
歴
々

迄
多
ク
是
ニ
党
与
仕
候
而
、
御
合
戦
御
座
候
儀
も
誠
ニ
大
害
指
当
リ
候
而
之
よ
き
見
合
ニ
可
有
御
座
奉
存
候
、
仍
而
右

教
法
之
義
ハ
更
ニ
御
断
被
下
候
様
仕
度
、
別
紙
返
上
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
奉
行
共

御
町
奉
行
郡
奉
行
中
へ

　

西
本
願
寺
よ
り
使
僧
を
以
別
紙
之
通
申
上
候
条
、
其
旨
御
心
得
宜
可
取
計
事

（
二
八
五―

二
）

関
東
筋
之
儀
、国
々
間＊

引
と
号
出
生
之
赤
子
ヲ
殺
候
儀
、前
々
よ
り
有
之
候
付
、右
体
悪
風
相
止
候
様
可
及
教
諭
之
旨
、

先
年
従　

公
儀
諸
宗
本
山
江
御
達
御
座
候
、
其
節
従
御
門
主
も
末
寺
と
も
へ
寺
別
使
僧
巡
在
被
仰
付
門
末
共
御
教
諭
有

之
、
已
来
無
怠
門
徒
共
教
諭
可
仕
旨
精
々
被
仰
付
、
若
シ
間
引
殺
候
も
の
有
之
隠
置
、
外
よ
り
於
相
顕
ニ
ハ
、
坊
主
よ

（
二
八
五―

一
）

＊
西
本
願
寺　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
本

山
。京
都
市
下
京
区
堀
川
通
七
条
に
あ
る
。

文
永
九
年
、
親
鸞
の
娘
覚
信
尼
が
造
営
し

た
東
山
大
谷
の
御
影
堂
祖
廟
を
起
源
と
す

る
。
天
正
十
九
年
、
豊
臣
秀
吉
が
寄
進
し

た
現
在
地
に
移
る
。
本
派
本
願
寺
・
お
西

と
も
称
す
る
。（
三
六
九―

二
）
西
派
を

参
照
。

＊
帰
依　

き
え
。
神
仏
や
高
僧
を
深
く
信

仰
し
、
そ
の
教
え
に
従
い
威
徳
を
仰
ぐ
こ

と
。

＊
政
事　

藩
の
政
治
向
き
の
こ
と
。
政
治

上
の
こ
と
が
ら
。
政
治
上
の
事
務
。
幕
府

内
外
の
政
事
に
つ
い
て
将
軍
を
補
佐
す
る

た
め
に
置
い
た
職
。

＊
土
呂
・
針
崎
ノ
一
向
宗
謀
反　

永
禄
六

年
か
ら
翌
七
年
に
か
け
て
、
三
河
の
土
呂

（
岡
崎
市
）・
針
崎
（
同
市
）・
野
寺
（
安

城
市
）
の
一
向
衆
徒
が
徳
川
家
康
に
対
し

て
起
こ
し
た
一
揆
を
い
う
。
松
平
家
臣
が

一
向
宗
寺
院
の
不
入
権
を
侵
害
し
た
こ
と

が
発
端
と
な
り
、
松
平
家
臣
を
二
分
し
た

大
き
な
動
乱
と
な
り
和
平
で
平
定
し
た
。
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り
も
重
科
可
被
仰
付
旨
厳
敷
被
仰
渡
有
之
候
所
、
近
来
等＊

閑
ニ
相
成
、
彼
悪
風
今
以
不
相
止
村
々
有
之
趣
御
門
主
達
御

聴
、
甚
以
御
悲
歎
被
成
候
、
尤
其
御
領
内
之
義
ハ
一
統
御
手
厚
、
育
子
之
儀
は
御
世
話
被
為
行
届
候
趣
故
、
彼
悪
風
ハ

有
御
座
間
敷
候
得
共
、
今
般
宗
意
法
義
引
立
候
上
よ
り
、
精
々
育
子
之
儀
御
教
諭
被
成
度
、
無
量
寿
寺
其　

御
領
内
へ

も
被
指
向
候
、
尤
貧
寺
・
小
寺
ニ
而
も
引
請
相
成
候
様
致
手
軽
、
已
来
年
々
壱
度
ツ
ヽ
巡
在
教
諭
之
積
リ
ニ
被
仰
付
候

事
々
之
義
ニ
御
座
候
へ
ハ
、
御
領
内
へ
入
込
候
節
、
別
段
御
届
不
被
成
、
御
会
釈
等
之
儀
ハ
御
互
ニ
御
断
被
成
候
、
仍

之
右
等
趣
末
寺
門
徒
共
迄
兼
而
御
触
流
被
下
候
様
御
頼
被
遣
候

　
　
　

巳
三
月

（
二
八
六―

一
）

△
印
来
状
申
出
前
拾
三
枚
目
ニ
有

　

 

扱
下
久
慈
村
吉
之
平
と
申
も
の
、奥
州
於
湯
長
谷
致
水
死
候
付
、委
細
先
達
而
奉
伺
、死
骸
引
取
候
儀
為
懸
合
候
処
、

別
紙
之
通
返
書
致
到
来
、
且
吉
之
平
死
骸
為
請
取
村
役
人
并
由
緒
之
も
の
共
一
同
指
遣
候
所
、
先
キ
方
役
人
中
よ
り

万
事
念
頃
ニ
預
指
図
、
同
所
長
徳
寺
へ
葬
候
段
村
方
よ
り
申
出
候
、
仍
而
被
下
物
御
座
候
而
可
然
哉
と
前
振
書
抜
ヲ

も
付
札
ニ
仕
、
別
紙
草
稿
目
論
入
御
覧
来
帳
并
村
申
出
共
指
添
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

　
　
　
　
　

覚

一
、
金
百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
団
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
社
下
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
山
栄
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
目
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
藤
儀
八

（
二
八
五―

二
）

＊
間
引　

ま
び
き
。
口
べ
ら
し
の
た
め
親

が
生
児
を
殺
す
こ
と
。

＊
等
閑　

と
う
か
ん
。
物
事
を
い
い
加
減

に
す
る
こ
と
。
な
お
ざ
り
。
お
ろ
そ
か
。

意
を
用
い
な
い
こ
と
。
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作
事
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箱
崎
善
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

医
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

比
佐
玄
意

一
、
青
銅
弐
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
平
権
次
郎

　
　
　

此
者
万
事
引
請
余
計
之
世
話
も
有
之
由
ニ
付

一
、
同
五
百
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

佐
次
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

杢
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

嘉
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

吉
三
郎

右
之
通
リ
ニ
御
座
候
、
以
上

右
文
通
・
金
子
共
、
御
中
間
儀
左
衛
門
・
藤
兵
衛
へ
渡
ス

　
　

月
日

付
札

　
　

文
化
三
寅
六
月
河
原
子
村
和
十
、
平＊

領
ニ
而
変
死
ニ
付
由
緒
之
者
罷
越
、
死
骸
仮
埋
い
た
し
世
話
ニ
相
成
候
付

　

金
弐
百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
中
斧
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
吉
親
衛
門

　

青
銅
壱
貫
文
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
矢
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
之
衛
門

（
二
八
六―

一
）

＊
平
領　

た
い
ら
領
。
こ
こ
で
は
湯
長
谷

藩
領
を
さ
す
。
も
と
内
藤
家
磐
城
平
藩
の

支
藩
で
あ
っ
た
。
陸
奥
国
磐
前
郡
菊
多
郡

に
一
万
石
を
も
ち
、
下
湯
長
谷
村
に
城
を

築
い
た
。
代
々
内
藤
氏
が
藩
主
を
勤
め
た

が
、
本
藩
の
内
藤
氏
は
延
享
四
年
に
日
向

国
延
岡
へ
転
封
と
な
っ
た
。
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米
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
七

　

金
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
矢
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

円
福
寺

（
二
八
六―

二
）

以
書
付
致
啓
達
候
、
暑
気
之
節
、
弥
御
堅
固
被
成
御
勤
役
珍
重
御
事
ニ
御
座
候
、
然
ハ
支
配
所
久
慈
村
吉
之
平
水
死
之

砌
よ
り
、
彼
是
預
御
世
話
候
旨
、
同
村
役
人
申
出
候
間
々（
マ
マ
）、
其
筋
へ
も
及
演＊

舌
候
処
、
旁
御
取
扱
ニ
相
成
候
付
御
内
々

ニ
而
別
紙
覚
書
之
通
致
進
入
候
条
、
宜
御
取
扱
可
被
下
候
、
右
之
段
可
得
御
意
如
斯
御
座
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　

月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
松
崎
伴
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
乗
書
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
田
伴
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　
　

右
色
才
助
様

　
　
　
　
　
　

野
村
新
助

（
衛
門
）様

右
文
通
江
被
下
物
一
同
、
巳
六
月
二
日
、
御
飛
脚
ヲ
以
指
遣
候
事

（
二
八
七
）

　
　
　
　
　

覚

　
　

挑
灯
壱
張

　
　

行＊

灯
壱
ツ

右
、水
木
村
異
国
船
御
番
所
へ
先
年
よ
り
指
置
候
分
紛
失
仕
候
付
、窺
之
上
吟
味
方
ニ
而
御
品
出
来
代
鐚
上
納
仕
度
段
、

去
十
一
月
中
吟
味
方
へ
者
御
断
申
出
候
所
、
今
以
右
役
所
へ
不
相
廻
由
ニ
付
、
早
速
御
断
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
八
六―

二
）

＊
演
舌　

え
ん
ぜ
つ
。
多
く
の
人
々
の
前

で
意
見
や
道
理
を
述
べ
る
こ
と
。
近
世
で

は
演
舌
が
用
い
ら
れ
、
明
治
以
降
、
演
説

が
用
い
ら
れ
た
。

（
二
八
七
）

＊
行
灯　

あ
ん
ど
ん
。
木
等
の
柱
に
紙
を

貼
り
、
中
に
油
皿
を
入
れ
て
灯
火
を
と
も

す
具
。
室
内
に
置
く
も
の
。
柱
に
掛
け
る

も
の
。
さ
げ
歩
く
も
の
な
ど
が
あ
る
。
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（
二
八
八―

一
）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
口
上
書
奉
申
上
候
事

一
、
廻
船
壱
艘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舟
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
兵
衛　

印

右
廻
船
、
去
暮
中
よ
り
御
城
米
運
送
仕
候
処
、
村
々
御
城
米
旧
冬
御
積
切
リ
ニ
相
成
候
付
、
山＊

野
辺
主
水
正
様
去
辰
御

物
成
籾
百
俵
居
村
よ
り
納
俵
有
之
候
、
其
外
炭
荷
物
等
も
少
々
有
之
候
、
積
合
ニ
仕
度
去
ル
廿
三
日
朝
五
ツ
時
、
右
船

下
ケ
仕
候
処
、
雲
模
様
悪
敷
罷
成
候
ニ
付
、
右
荷
物
積
入
不
申
、
同
日
暮
方
迄
居
村
沖
合
ニ
右
船
懸
ケ
置
候
得
共
、
次

第
ニ
時
化
模
様
ニ
罷
成
由
懸
リ
安
心
不
仕
、
何
卒
平
潟
港
へ
入＊

津
仕
度
、
同
日
暮
方
同
所
出
帆
仕
候
所
、
次
第
ニ
南
風

烈
敷
増
添
時
化
模
様
罷
成
、
暫
時
ニ
遠
沖
へ
被
吹
出
、
最
早
及
夜
深
雨
降
リ
出
東
西
相
分
リ
兼
、
致
方
無
之
下
ケ
帆
い

た
し
罷
在
候
内
、
段
々
夜
明
ケ
罷
成
、
陸
ニ
見
付
候
へ
ハ
、
小＊

名
浜
沖
ニ
罷
在
候
ニ
付
、
乗
船
一
同
身
命
限
相
働
、
漸

奥
州
江
之
細（

網
）村
船
戸
と
申
所
へ
入
津
仕
度
、
折
柄
高
波
ニ
而
磯
合
へ
被
折
込
致
方
無
之
罷
在
候
内
、
打
続
高
波
ニ
而
艫（

櫓

戒櫂
）

諸
道
具
不
残
被
打
払
、
水＊

主
之
者
共
一
命
危
相
見
候
付
、
右
村
よ
り
介
船
指
出
水
主
四
人
乗
、
不
残
右
船
ニ
乗
移
引

揚
介
抱
仕
候
内
、
本
船
ハ
数
度
高
波
ニ
而
被
揉
立
、
翌
廿
四
日
八
ツ
時
及
破
船
候
、
仍
而
乗
組
之
も
の
一
人
其
所
村
役

人
へ
罷
出
、
右
破
舟
之
次
第
一
々
申
届
ケ
、
早
速
村
役
人
人
足
大
勢
召
連
罷
出
、
流
寄
候
海
具
并
諸
道
具
等
為
引
揚
下

知
仕
候
由
ニ
御
座
候
、
仍
而
右
破
船
之
次
第
何
ニ
と
も
奉
恐
入
候
御
儀
ニ
ハ
御
座
候
得
共
、
以
口
上
書
右
御
訴
奉
申
上

候
、
仍
而
如
件

　
　
　

文
化
六
年
巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
師
浜
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

藤
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

弐
人　

印

　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

（
二
八
八―

一
）

＊
山
野
辺
主
水
正　

山
野
辺
義
質
。
水
戸

藩
家
老
。
山
野
辺
義
風
の
養
子
。
実
は
左

膳
保
受
君
の
男
。
文
化
十
一
年
十
二
月

十
三
日
、
六
〇
歳
で
死
去
。

＊
入
津　

に
ゅ
う
し
ん
。
船
が
河
海
の
津

（
港
）
に
入
る
こ
と
。
入
港
。
に
ゅ
う
つ
。

＊
小
名
浜　

お
な
は
ま
。
陸
奥
国
楢
葉
郡

小
名
浜
。
現
い
わ
き
市
小
名
浜
。
は
じ
め

は
岩
城
平
藩
領
で
あ
っ
た
が
、
延
享
四
年

内
藤
家
が
転
封
の
後
幕
府
領
と
な
り
、
代

官
所
が
置
か
れ
た
。
年
貢
や
諸
物
資
の
移

出
入
を
中
継
す
る
商
港
と
漁
港
の
両
面
を

持
っ
て
い
た
。

＊
水
主　

か
こ
。「
か
」は
楫（
か
じ
）、「
こ
」

は
人
の
意
味
。
船
を
漕
ぐ
者
。
船
乗
り
。

船
頭
以
外
の
一
般
船
員
を
い
っ
た
。
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（
二
八
八―

二
）

　
　
　
　
　

浦
請
文
之
事

一 

、
常
州
伊
師
浜
藤
兵
衛
殿
手
船
仲
舟
頭
忠
次
衛
門
乗
、
居
村
御
給
所
分
物
成
籾
積
立
候
ニ
付
、
去
ル
廿
三
日
舟
下
ケ

仕
候
処
、
風
様
悪
鋪
次
第
ニ
南
風
強
ク
当
浦
へ
は
し
り
懸
リ
候
所
、
俄
ニ
高
波
ニ
相
成
候
侭
、
当
村
之
内
舟
戸
と
申

所
へ
廿
四
日
八
ツ
時
入
津
い
た
し
、
日
和
相
待
候
様
子
相
見
、
間
口
へ
指
懸
リ
候
得
共
、
高
波
勿
論
南
風
強
何
様
ニ

も
貫＊

出
兼
候
趣
ニ
付
、
引
舟
出
シ
彼
是
成
丈
之
工
夫
仕
候
得
共
、
高
波
故
難
渋
相
凌
か
た
く
、
水
主
共
一
命
危
相
見

候
侭
、
右
引
舟
ニ
而
水
主
共
一
命
計
漸
相
介
介
抱
仕
候
内
、
空
船
ハ
高
波
ニ
而
磯
際
へ
被
打
候
付
、
破
船
ニ
相
成
候

故
、
村
中
之
も
の
共
ハ
不
及
申
、
近
辺
馳
着
村
役
人
面
々
立
会
之
上
、
破
船
之
諸
道
具
不
残
取
揚
、
仲
舟
頭
忠
次
衛

門
方
よ
り
請
取
証
文
取
之
候
、
取
揚
候
諸
道
具
不
残
相
渡
シ
申
候
、
然
上
ハ
後
日
ニ
一
言
之
否
有
之
間
鋪
候
、
仍
而

一
札
如
件

　
　
　

文
化
六
年
巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
州
楢
葉
郡　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江＊

之
網
村
浜
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　

常
州
多
賀
郡

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
師
浜
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舟
主
藤
兵
衛
殿

（
二
八
八―

三
）

扱
下
伊
師
浜
村
庄
屋
藤
兵
衛
と
申
も
の
之
廻
船
、
船
頭
・
水
主
共
都
合
四
人
乗
ニ
而
、
山
野
辺
主
水
正
殿
去
辰
物
成
籾

并
其
外
売
荷
積
合
、
居
浜
よ
り
運
送
可
仕
と
、
去
月
廿
三
日
朝
船
下
ケ
仕
候
由
之
処
、
時＊

化
模
様
ニ
付
荷
物
積
入
不
申

日
和
見
合
、
同
日
夕
ま
て
居
村
沖
ニ
懸
居
候
処
、
南
風
ニ
而
被
吹
流
、
他
領
奥
州
楢
葉
郡
御＊

料
所
江
之
網
村
沖
ニ
而
翌

（
二
八
八―

二
）

＊
貫
出　

ぬ
き
だ
す
。引
き
抜
い
て
だ
す
。

取
り
出
す
。

＊
江
之
網
村　

え
の
あ
み
村
。
陸
奥
国
楢

葉
郡
田
之
網
村
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
枝

郷
。
廻
米
の
積
出
港
で
あ
っ
た
が
規
模
は

小
さ
か
っ
た
。

（
二
八
八―

三
）

＊
時
化　

し
け
。
海
で
暴
風
雨
が
続
く
こ

と
。
海
が
荒
れ
る
こ
と
。
暴
風
雨
の
た
め

魚
類
が
と
れ
な
い
こ
と
。
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廿
四
日
破
船
仕
、
尤
船
頭
水
主
共
無
難
ニ
揚
リ
候
旨
飛
脚
到
来
仕
候
付
、
舟
主
藤
兵
衛
早
速
罷
越
見
届
被
申
候
所
、
廻

船
ハ
流
失
仕
候
得
共
、
全
ク
破
船
之
義
ニ
而
疑
心
之
筋
無
御
座
候
間
、
浦＊

証
文
取
替
海
具
取
揚
候
分
相
払
、
且
亦
破
船

之
砌
よ
り
村
役
人
并
人
足
等
旁
世
話
ニ
も
罷
成
候
ニ
付
、
夫
々
ニ
謝
礼
仕
罷
帰
候
趣
訴
出
候
儀
ニ
御
座
候
、
尤
見
合
も

御
座
候
間
、
此
上
御
付
届
等
ニ
も
お
よ
ひ
申
間
敷
哉
と
奉
存
候
、
仍
而
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
八
九
）

　
　
　
　
　

覚

一
、
井
戸
壱
ケ
所

　
　
　

是
ハ
、
井＊

ケ
輪
・
桶＊

ケ
輪
と
も
朽
損
候
間
、
新
キ
居
替
之
分

一
、
駒
除
壱
ケ
所　

但
、
高
三
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
五
間
宛

　
　
　

是
ハ
、
両
方
共
朽
損
候
間
、
新
キ
仕
替
之
分

　
　
　
　
　

右
御
入
目

一
、
杉＊

貫
弐
拾
弐
挺　

但
、
長
弐
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
四
寸

　
　
　

代
鐚
壱
貫
八
百
参
拾
弐
文

一
、
中
竹
拾
本

　
　
　

代
鐚
五
百
文

一
、
栗
丸
太
拾
本　

但
、
長
四
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廻
リ
六
七
寸

　
　
　

代
鐚
弐
百
文

一
、
五
寸
釘
拾
本

（
二
八
八―

三
）

＊
御
料
所

ご
り
ょ
う
し
ょ
。
特
定
の
所
用
の
料
に
あ

て
る
た
め
の
所
領
を
料
所
と
い
う
が
、
中

世
で
は
天
皇
の
生
活
の
資
に
あ
て
る
荘
園

を
御
料
所
と
い
う
。
江
戸
幕
府
の
直
轄
領

や
蔵
入
地
も
御
料
所
と
呼
ば
れ
た
。

＊
浦
証
文　

う
ら
し
ょ
う
も
ん
。
廻
船
が

遭
難
し
て
も
っ
と
も
近
い
浦
へ
着
い
た
場

合
、難
船
前
後
の
状
況
、捨
て
荷
、残
り
荷
、

船
体
、
諸
道
具
の
状
態
な
ど
に
つ
き
、
そ

の
浦
の
役
人
が
取
り
調
べ
て
つ
く
る
海
難

証
明
書
。
浦
手
形
、
浦
切
手
、
浦
証
、
浦

状
と
も
い
う
。

（
二
八
九
）

＊
井
ヶ
輪　

い
が
わ
。
井
筒
の
こ
と
。
木

や
石
で
つ
く
っ
た
井
戸
の
地
上
の
囲
い
で

円
形
の
も
の
。

＊
桶
ケ
輪　

お
け
が
わ
。
桶
の
た
が
。

＊
杉
貫　

す
ぎ
ぬ
き
。
柱
と
柱
と
を
横
に

貫
い
て
連
ね
る
杉
材
。
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代
鐚
参
拾
文

一
、
桶
屋
四
工

　
　
　

此
日
雇
銭
壱
貫
百
三
拾
弐
文

一
、
人
足
五
人

　
　
　

此
日
雇
銭
壱
貫
文

〆
鐚
四
貫
六
百
九
拾
四
文

　
　
　
　

金
〆
弐
分
弐
朱
鐚
五
百
七
拾
文

右
、
臼
庭
村
穀
留
御
番
所
井
ケ
輪
・
駒
除
繕
御
普
請
御
断
在
之
候
付
、
支
配
指
出
見
分
為
仕
候
所
、
何
れ
も
朽
損
新
キ

仕
替
不
申
候
而
ハ
保
兼
、
猶
又
別
高
村
方
故
、
諸
品
并
日
雇
銭
等
迄
大
図
代
料
之
仕
様
此
段
申
聞
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
九
〇
）

以
書
付
致
啓
達
候
、
御
扱
下
高
貫
村
寿
福
院
義
、
御
宮
御
祭
礼
法
師
武
者
当
番
ニ
而
、
来
ル
十
六
日
よ
り
右
御
山
内
へ

相
詰
候
間
、
伝
馬
壱
疋
之
御
証
文
例
之
通
、
右
村
庄
屋
方
へ
御
渡
被
下
度
御
ざ
候
、
以
上

　
　
　

四
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
瀬
藤
兵
衛

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

（
二
九
一―

一
）

　
　
　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
事

高
五
斗
七
升
六
合

一
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
瀬
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
清
八
後
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
を
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年
六
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
子
あ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
三
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
女
子
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
十

右
清
八
儀
、
極
窮
之
上
壮
年
よ
り
病
身
ニ
而
及
飢
候
付
、
遠
国
者
聟
ニ
仕
置
候
所
、
女
子
と
め
出
生
後
出＊

奔
仕
、
女
子

あ
き
事
ハ
甚
愚
成
者
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
村
役
人
取
扱
ニ
も
罷
成
兼
候
故
、
享
和
四
年
子
正
月
奉
願
上
候
処
、
御
慈
悲
之

御
了
簡
を
以
御
見
分
被
成
下
置
、
清
八
儀
ハ
存
命
之
内
孫
と
め
方
へ
者
十
五
才
迄
飢
人
御
扶
持
被
下
置
候
御
達
ニ
而
、

当
時
被
下
置
候
者
ニ
御
座
候
、
然
ル
所
後
家
な
を
儀
も
及
老
年
ニ
何
様
に
も
取
続
兼
候
故
、
又
々
奉
願
上
候
ハ
何
卒
再

御
見
分
被
成
下
置
、
後
家
な
を
方
へ
も
飢
人
御
扶
持
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
当
人

共
ハ
不
及
申
上
、
村
役
人
之
我
々
共
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
、
仍
如
件

　
　

文
化
六
年
巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
人

　
　
　
　
　
　

御
郡
御
奉
行
所
様

（
二
九
一―

二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
瀬
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
清
八
後
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
六
十
四

右
之
者
、
御
救
御
扶
持
願
出
候
付
、
為
相
糺
候
所
、
夫
死
後
病
身
ニ
相
成
次
第
ニ
及
老
年
、
何
れ
に
も
取
続
兼
候
趣
無

相
違
相
聞
候
付
、
何
卒
来
月
朔
日
朝
よ
り
存
生
之
内
御
救
御
扶
持
稗
被
下
置
候
様
仕
度
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上

（
二
九
一―

一
）

＊
出
奔　

し
ゅ
っ
ぽ
ん
。
村
を
飛
び
出
す

こ
と
。
逃
げ
て
跡
を
く
ら
ま
す
こ
と
。
逐

電
。
逃
亡
。
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四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
二
九
二
）

　
　
　
　
　

四
月
十
日
仕
出
御
用

一
、
湯
長
谷
へ
被
下
物
文
通
伺
、
前
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
臼
庭
村
穀
留
番
所
御
入
目
積
伺
、
前
留
通
御
用
人
衆
へ
指
出
候
事

一
、
異
国
番
所
行
灯
等
之
義
、
前
留
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
内
田
村
儀
三
郎
小
間
遣
ニ
相
済
候
付
、
請
状
印
形
相
極
、
別
留
之
通
江
戸
福
生
十
五
郎
方
へ
為
指
登
候
事

一
、
艾
納
之
廻
状
浜
田
へ
返
候
事

一
、
会
瀬
村
清
八
飢
人
御
扶
持
願
、
前
留
之
通
御
奉
行
衆
へ
指
出
候
事

一
、
夫
食
雑
石
証
文
御
救
帳
へ
不
突
合
候
之
内
仕
出
壱
通
、
吟
味
方
へ
指
出
候
事

（
二
九
三―

一
）

郷
中
隠
萱
手
共
改
人
之
義
ニ
付
、
此
間
御
相
談
申
候
通
別
紙
之
通
筋
へ
申
出
候
ニ
付
、
草
稿
御
留
ニ
相
廻
申
候
条
御
覧

御
順
達
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

四
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
宮
山
次
郎
衛
門

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

尚
々
、
先
廻
状
共
相
添
相
廻
申
候
、
以
上

（
二
九
三―

二
）

郷
中
隠
萱
手
共
多
分
有
之
、
太
田
村
近
郷
四
拾
五
ケ
村
ニ
而
御
国
役
相
勤
候
、
萱
手
五
拾
壱
弐
人
隠
萱
手
と
も
八
拾
壱

人
有
之
旨
別
紙
改
書
之
通
、
萱
手
と
も
吟
味
之
上
指
出
候
所
、
以
来
者
友
吟
味
い
た
し
候
へ
ハ
働
方
も
横
着
無
之
葺
地

堅
仕
可
指
上
候
間
、
御
国
役
十
日
ニ
付
、
金
壱
分
ツ
ヽ
被
下
不
勤
之
も
の
も
右
同
様
之
わ
り
ヲ
以
相
納
候
様
仕
度
旨
別
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紙
之
通
願
出
候
由
ニ
而
、
御
普
請
奉
行
中
申
出（

候
脱
）共
御
下
ケ
御
達
之
趣
承
知
仕
同
役
と
も
相
談
仕
候
処
、
右
之
義
ニ
付
而

者
去
正
月
中
御
達
在
之
申
上
候
振
も
有
之
、
尚
更
隠
職
人
之
儀
ニ
付
候
而
ハ
、
去
八
月
中
御
達
之
趣
も
御
座
候
付
、
其

後
ハ
別
而
念
入
相
改
元
帳
ニ
組
入
候
得
と
も
、
右
之
者
と
も
申
出
候
通
、
両
扱
多
分
之
隠
シ
職
人
有
之
候
而
ハ
不
相
済

候
事
ニ
付
、
屹
ト
吟
味
之
上
諸
郡
一
同
尚
更
相
糺
、
元
帳
ニ
組
入
、
御
普
請
方
御
用
為
相
勤
候
様
可
仕
候
、
乍
併
是
迄

御
普
請
方
ニ
而
隠
職
人
呼
出
候
内
ニ
も
、
多
ク
ハ
老
人
病
身
等
之
類
本
職
ハ
相
勤
ら
（
れ
脱
）す
候
故
、
不
組
入
者
と
も
多
御
座

候
へ
者
八
拾
壱
人
之
内
ニ
も
同
様
之
者
可
有
之
奉
存
候
、
扨
ま
た
御
普
請
奉
行
申
出
候
萱
手
と
も
連
印
ニ
而
願
出
候

間
、
故
障
在
之
間
敷
と
相
見
候
処
、
太
田
近
郷
之
も
の
僅
拾
人
余
ニ
而
願
出
候
迚
、
御
国
中
之
萱
手
と
も
一
統
之
存
意

与
申
筋
ニ
も
無
之
、
畢
竟
其
者
と
も
度
々
呼
出
ニ
而
御
用
も
多
相
勤
、
御
免
ヲ
願
候
而
も
不
相
済
候
付
、
自
分
々
之
指

支
故
作
料
増
之
儀
致
了
簡
候
歟
と
も
奉
存
候
、
す
へ
て
郷
中
職
人
工
料
之
儀
ハ
定
も
有
之
所
、
私
ニ
時
々
引
揚
候
事
も

有
之
、
役
所
よ
り
其
度
こ
と
に
相
制
候
得
と
も
、　　

上
よ
り
之
御
作
料
十
日
ニ
付
壱
分
宛
ニ
御
引
上
被
成
候
ハ
ヽ
、

右
之
故
障
ニ
も
相
成
可
申
奉
存
候
、
一
体
萱
手
共
之
風
儀
あ
し
く
手
を
ぬ
き
葺
地
疎（
粗
）末
ニ
仕
候
故
、
作
事
仕
候
者
も
多

ク
、
他
所
萱
手
細
工
丁
寧
に
仕
候
ヲ
好
申
候
得
共
、
当
時
五
百
文
ツ
ヽ
之
役
銭
ニ
而
も
他
所
も
の
参
リ
兼
候
由
ニ
御
座

候
、
依
而
ハ
素
人
共
申
合
自
分
家
上
、
由
緒
・
近
所
等
之
家
上
ハ
自
分
細
工
ニ
可
成
ニ
も
仕
候
類
多
御
座
候
由
、
八
拾

壱
人
之
内
右
様
之
類
も
御
座
候
儀
と
奉
存
候
、
得
ト
相
改
御
普
請
方
江
申
遣
候
様
可
仕
候
、
其
中
稀
ニ
ハ
本
職
仕
候
程

之
者
も
可
有
御
座
候
処
、
元
来
家
内
ニ
老
人
・
子
供
抔
の
ミ
有
之
、
泊
リ
ニ
罷
出
候
事
不
相
成
候
間
、
御
陣
屋
・
御
稗

蔵
日
戻
之
場
所
御
用
被
仰
付
、
水
戸
表
御
用
御
免
ニ
仕
度
段
申
も
の
も
御
座
候
付
、
右
様
之
者
ハ
得
ト
吟
味
之
上
役
所

御
用
ニ
ハ
召
仕
置
候
間
、
御
用
更
ニ
不
相
勤
与
申
筋
ニ
者
無
御
座
候
、
且
右
之
小
細
工
萱
手
と
も
迄
都
而
役
銭
金
壱
分

ツ
ヽ
指
出
候
与
罷
成
候
而
ハ
大
ニ
傷
ニ
相
成
、
右
之
萱
手
共
多
ク
ハ
相
止
、
郷
中
普
請
ニ
も
指
支
可
申
哉
と
奉
存
候
、

御
用
不
相
勤
も
の
よ
り
役
銭
取
立
候
義
、
郷
中
な
ら
し
ニ
相
成
宜
様
ニ
了
簡
仕
候
儀
与
奉
存
候
得
と
も
、
於
役
所
者
元

来
大
工
・
元
山
等
よ
り
未
進
鐚
取
立
候
儀
も
不
宜
候
事
ニ
奉
存
候
間
、
相
願
申
度
ほ
と
の
存
入
ニ
御
座
候
得
者
、
萱
手

共
へ
新
キ
ニ
申
付
候
儀
者
、
尚
以
仕
兼
候
事
ニ
御
座
候
、
元
来
御
百
姓
と
も
田
畠
も
御
取
附
四＊

公
六
民
之
御
定
ニ
而
御

収
納
被
込
候
事
故
、
元
よ
り
不
軽
候
得
と
も
、
其
上
ニ
夫
金
・
雑
石
以
下
種
々
様
々
之
掛
リ
物
沢
山
有
之
、
御
田
地
而

已
に
て
取
続
不
相
成
候
付
、
農
間
ニ
ハ
萱
手
其
外
種
々
の
職
分
ヲ
も
仕
候
間
、
御
上
納
足
リ
合
ニ
仕
候
事
ニ
御
座
候
、

（
二
九
三―

二
）

＊
四
公
六
民　

江
戸
時
代
の
標
準
的
な
年

貢
割
合
。
そ
の
年
の
収
穫
の
四
割
を
年
貢

と
し
て
官
に
納
め
、
六
割
を
農
民
の
収
入

と
す
る
こ
と
。
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扨
又
右
様
職
分
仕
候
迚
も
、
配
符
伝
馬
・
諸
人
足
之
御
用
是
ま
た
相
勤
申
候
、
乍
併
職
分
仕
候
上
ハ
御
用
有
之
節
罷
出

相
勤
申
候
義
ハ
、
何
分
御
国
役
相
勤
可
然
奉
存
候
得
と
も
、
御
用
無
之
節
迄
未
進
鐚
相
納
候
様
ニ
而
ハ
二
重
三
重
ニ
御

用
勤
、
上
納
も
二
重
ニ
仕
候
形
ニ
相
成
候
、
殊
ニ
平
年
遠
郷
等
へ
御
用
被
被
（
マ
マ
）仰
付
候
義
ハ
無
之
候
ニ
、
年
々
未
進
鐚
相

納
申
候
、
右
ニ
相
成
候
而
ハ
以
之
外
相
傷
、
普
請
仕
候
者
と
も
よ
り
賃
せ
ん
引
取
候
願
な
と
出
候
ハ
指
見
候
義
旁
以
不

可
然
奉
存
候
間
、
先
日
も
隠
職
人
之
義
ニ
付
申
上
候
通
、
右
役
所
ニ
而
聞
出
候
役
所
へ
申
遣
候
得
者
、
早
速
吟
味
元
帳

へ
組
入
御
用
為
相
勤
候
間
、
右
之
筋
願
有
之
候
共
、
不
取
受
候
様
ニ
御
普
請
方
へ
御
達
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
前
件

之
通
百
姓
農
間
之
職
人
ハ
二
三
重
ニ
御
用
相
勤
候
間
、
都
而
寛
容
之
御
了
簡
御
座
候
様
仕
度
奉
存
候
、
仍
而
別
紙
両
通

返
上
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
郡
奉
行
共

（
二
九
四
）

郷
中
隠
職
人
御
普
請
方
ニ
而
直
呼
出
之
儀
、
并
萱
手
共
よ
り
役
金
取
納
候
儀
ニ
付
、
先
日
御
寄
合
之
節
御
役
名
ニ
而
御

奉
行
衆
へ
申
出
候
処
、
右
両
件
と
も
申
出
之
通
相
済
候
旨
御
奉
行
衆
よ
り
今
日
御
達
御
座
候
間
、
此
段
得
御
意
候
、
以

上
　
　
　

四
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

九
郡
宛

（
二
九
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
神
白
方
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
左
衛
門
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〃　
　

喜
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

左
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

常
三
郎

右
者
、同
村
常
衛
門
事
銀
衛
門
糺
之
義
、村
役
人
共
一
同
取
扱
不
行
届
恐
入
候
旨
、当
二
月
中
申
出
候
趣
ニ
申
出
候
処
、

以
来
之
儀
相
達
候
条
、
其
旨
相
運
候
様
達
之
事

右
、
御
目
付
方
よ
り
達
候
事

（
二
九
六
）

先
達
而
得
御
意
候
、
郷
鳥
見
共
役
引
之
義
、
唯
今
ニ
其
村
方
へ
御
断
不
相
廻
よ
し
ニ
而
、
諸
人
足
当
リ
も
有
之
指
支
之

趣
ニ
申
出
も
有
之
、
最
早　

出
御
之
度
ニ
御
供
ニ
も
指
出
候
へ
ハ
指
支
候
間
、
早
々
御
断
相
廻
候
様
致
度
御
座
候
、
此

段
得
御
意
度
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

四
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
鷹＊

掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吟
味
役
共

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

（
二
九
七
）

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幾
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
三
郎

　
　
　
　

〆
弐
人

右
之
も
の
と
も
入
獄
被
仰
付
候
ニ
付
、獄
扶
持
代
其
外
諸
入
用
之
品
有
之
候
間
、一
両
日
之
内
村
役
人
罷
越
相
納
候
様
、

（
二
九
六
）

＊
鷹
掛　

た
か
が
か
り
。
小
姓
頭
の
中
に

御
鷹
掛
り
が
あ
り
、
鷹
匠
衆
の
連
絡
に
あ

た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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冨
田
太
十
郎
よ
り
申
出
有
之
候
条
、
早
々
罷
出
候
様
ニ
御
達
に
い
た
し
度
候
事

　
　
　

巳
四
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
町
方

　
　
　
　
　
　

石
神
御
郡
方

（
二
九
八
）

私
妻
御
普
請
方
半
蔵
娘
、
御
先＊

手
同
心
宇
佐
美
友
衛
門
媒
酌
を
以
、
縁
辺
取
組
申
度
内
談
仕
候
間
、
此
段
相
済
候
様
御

取
成
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　

三
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
崎
庄
衛
門

　
　
　
　
　
　

武
田
伴
衛
門
様

　
　
　
　
　
　

小
松
崎
伴
介
様

右
、
役
所
場
に
て
其
筋
へ
者
不
指
出
候
事

（
二
九
九
）

杉
苗
御
買
上
代
請
取
手
形
御
裏
判
相
済
候
付
、
御
勘
定
所
へ
指
出
候
所
、
去
年
分
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
、
去
年
中
被
申
受
義

文
言
へ
書
入
、
尚
又
仕
出
延
引
ニ
有
之
間
御
断
申
出
候
様
、
且
前
金
等
有
之
候
ハ
ヽ
、
是
又
書
入
候
様
御
勘
定
所
よ
り

達
し
御
座
候
間
、
其
旨
申
越
可
被
成
候
、
以
上

右
、
受
払
方
よ
り
申
来
候
事

（
三
〇
〇
）

以
書
付
致
啓
達
候
、
扱
下
河
原
子
村
舟
主
嘉
左
衛
門
と
申
も
の
今
朝
致
出
船
、
沖
合
ニ
而
丸
浮
亀
取
揚
罷
帰
候
処
、
高

覧
ニ
も
入
候
様
可
被
成
哉
と
入
存
候
、
役
所
へ
指
出
候
付
送
遣
候
間
、
宜
御
取
扱
御
座
候
様
致
度
、
此
段
得
御
意
候
、

以
上

　
　
　

四
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
三
九
八
）

＊
先
手
同
心　

さ
き
て
ど
う
し
ん
。
先
手

組
に
属
す
る
同
心
。江
戸
幕
府
の
職
名
で
、

江
戸
城
内
外
の
警
護
、
将
軍
出
向
の
際
の

警
護
、
市
中
の
火
付
け
盗
賊
改
め
な
ど
に

あ
た
っ
た
。
水
戸
藩
も
同
格
の
役
職
を
お

い
た
。（
四
〇
〇―

一
）先
手
物
頭
を
参
照
。
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伍
島
善
衛
門
様

御
書
面
ヲ
そ
へ
村
継
ニ
而
御
肴
方
へ
即
日
遣
候
事

（
三
〇
一―
一
）

以
書
付
致
啓
上
候
、
御
扱
下
額
田
村
幾
助
等
出
牢
被
仰
付
候
由
ニ
而
、
別
紙
之
通
御
町
方
よ
り
申
来
候
間
、
村
役
人
并

人
足
明
日
五
つ
半
時
迄
ニ
牢
屋
敷
へ
罷
出
候
様
御
達
可
被
成
候
、
尤
牢
屋
敷
へ
ハ
役
所
よ
り
壱
人
罷
出
居
候
間
、
右
之

御
心
得
ニ
而
村
役
人
へ
御
達
可
被
成
候
、
右
之
段
得
御
意
度
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
作

　
　
　
　
　
　

伴
介
様　

茂
三
郎
様

（
三
〇
一―

二
）

以　

書
付
致
啓
達
候
、
加
藤
孫
三
郎
殿
御
扱
下
額
田
村
幾
助
・
同
人
倅
与
三
郎
両
人
ハ
出
牢
村
預
、
同
村
伊
兵
衛
下
男

越
後
国
出
弥
四
郎
義
ハ
是
又
出
牢
主
人
へ
御
預
ケ
被
仰
付
候
間
、
右
請
取
之
御
支
配
明
日
五
ツ
半
時
牢
屋
敷
へ
罷
出
候

様
可
被
御
申
付
候
、
尤
右
之
趣
御
奉
行
衆
よ
り
も
御
断
可
有
之
と
存
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨＊

宮
又
衛
門

　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
三
〇
二―

一
）

瑞＊

龍
山
等
江
願
王
院
参
拝
ニ
罷
越
候
ニ
付
、
歩
伝
馬
等
之
儀
別
紙
之
通
御
断
相
廻
候
間
、
宜
御
取
計
可
被
成
候
、
御
順

覧
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎
様　

入
江
忠
八
郎
様　

加
藤
孫
三
郎
様

（
三
〇
一―

二
）

＊
雨
宮
又
衛
門　

雨
宮
広
安
。
水
戸
藩
御

軍
用
懸
り
。
雨
宮
安
尊
の
養
子
。
実
は
原

玄
春
昌
術
の
二
男
。
天
保
三
年
十
一
月
七

日
、
七
四
歳
で
死
去
。
著
作
に
地
誌
「
美

ち
艸
」
が
あ
る
。

（
三
〇
二―

一
）

＊
瑞
龍
山　

ず
い
り
ゅ
う
さ
ん
。
水
戸
藩

主
徳
川
家
累
代
の
墓
所
地
。
山
林
六
町
余

歩
。
徳
川
光
圀
は
寛
文
元
年
、
藩
祖
頼
房

を
葬
る
と
き
に
こ
の
山
を
墓
地
と
定
め

た
。
式
は
儒
礼
と
し
墳
墓
の
形
式
を
一
定

し
た
。
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（
三
〇
二―

二
）

瑞
龍
山
等
願
王
院
参
拝
罷
越
候
ニ
付
、
委
細
別
紙
之
通
歩
伝
馬
之
儀
申
出
有
之
候
条
、
御
申
合
宜
御
執
計
可
被
成
候
、

且
又
御
賄
之
儀
小
原
忠
次
郎
方
江
相
達
候
儀
、
宜
御
取
計
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
忠
蔵

　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
三
〇
二―

三
）

　
　
　
　
　

覚

一
、
歩
夫　
　
　

拾
五
人

一
、
伝
馬　
　
　

六
疋

右
願
王
院
、
来
ル
十
九
日
暁
七
ツ
時
発
足
に
て
、
瑞
龍
山
并
向
山
江
参
拝
ニ
罷
成
日
帰
仕
候
、
仍
之
道
中
人
馬
村
継
無

滞
様
、
御
郡
方
江
御
断
相
廻
候
様
奉
願
候
、
若
雨
天
ニ
候
ハ
ヽ
廿
一
日
ニ
罷
越
候
、
以
上

　
　
　

巳
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
ケ
坊

　
　
　
　
　
　

寺
社
御
奉
行
所

（
三
〇
三
）

以
書
付
致
啓
上
候
、
然
者
磯
原
村
野
口
北
水
江
御
細
工
之
義
ニ
付
、
御
達
御
さ
候
間
御
廻
申
候
間
、
宜
御
取
扱
可
被
成

候
、
此
段
得
御
意
候
、
如
此
御
座
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

孫
三
郎
様

（
三
〇
四
）
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磯
原
村
郷
士
隠
居
野
口
北
水
江
御
細
工
被　

仰
付
候
間
、
御
祭
礼
後
ニ
ハ
早
　々

御
城
御
用
部
屋
へ
罷
出
候
様
御
達
ニ

致
度
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
三
〇
五
）

扱
下
滑
川
村
儀
之
衛
門
縁
辺
之
儀
ニ
付
、
去
十
二
月
中
同
村
儀
衛
門
ニ
被
為
負
手
疵
一
件
、
近
々
ニ
申
上
、
拘
リ
之
者

共
刑
目
論
仕
、
去
月
中
指
出
相
伺
置
申
候
所
、
其
節
も
申
上
候
通
、
手
疵
請
候
後
病
気
ニ
付
、
取
臥
罷
在
療
養
無
油
断

相
加
候
得
共
、
不
相
叶
当
月
十
五
日
夜
相
果
候
旨
、
別
紙
之
通
村
方
よ
り
訴
申
出
候
間
、
右
之
者
へ
之
刑
当
ハ
相
除
、

病
死
ニ
付
御
沙
汰
ニ
不
及
旨
、
拘
リ
之
者
共
へ
申
渡
候
様
仕
度
奉
存
、
別
紙
入
御
覧
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎

（
三
〇
六
）

以
書
付
致
啓
達
候
、
孝
行
貞
節
奇
特
成
者
、
公
儀
書
出
之
儀
、
別
高
分
ハ
取
調
相
廻
候
様
掛
合
候
所
、
手
綱
一
纏
以
前

之
分
ハ
定
而
御
役
所
ニ
て
御
調
被
成
候
事
と
ハ
存
候
得
共
、
此
段
御
心
得
ニ
得
御
意
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

加
藤
孫
三
郎
様

（
三
〇
七
）

以
廻
状
得
御
意
候
、
支
配
之
儀
ニ
付
御
用
御
座
候
間
、
登　

城
可
致
旨
去
ル
十
三
日
権
蔵
殿
江
申
来
候
所
、
御
病
気
ニ

て
次
郎
左
衛
門
殿
御
出
仕
被
下
候
所
、
別
紙
写
之
通
被
仰
渡
於
拙

（
者
脱
）難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
為
御
知
得
御
意
候
条
、
乍
御

世
話
御
順
達
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

三
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
子
幸
八
郎
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九
郡
宛

一
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
所
務
掛
リ
調
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
瀬
半
兵
衛

右
之
者
、
数
年
御
奉
公
無
懈
怠
勤
筋
存
入
宜
、
収
納
向
ハ
勿
論
万
端
心
ヲ
付
別
而
骨
折
相
勤
候
由
相
聞
候
ニ
付
、
別
段

之
義
ヲ
以
米
壱
石
御
増
被
下
置
、
御
切
符
都
合
米
八
石
被
遊
候
条
、
尚
又
精
入
相
勤
候
様
可
申
渡
も
の
也

（
三
〇
八
）

他
所
出
カ

（
マ
マ
）致
居
も
の
共
人
別
相
除
ス
、
や
は
り
村
方
人
別
ニ
組
入
置
候
而
ハ
如
何
ニ
可
有
之
哉
之
旨
、
御
奉
行
衆
よ
り

忠
次
郎
殿
江
御
尋
ニ
付
、
是
迄
迚
も
早
速
除
候
儀
ニ
ハ
無
之
、
つ＊

る
し
人
別
等
之
名
目
も
有
之
候
、
尤
不
覚
悟
も
の
等

ハ
帳
外
願
も
有
之
節
、
不
除
分
相
成
候
而
ハ
指
支
候
段
御
答
被
成
候
由
之
所
、
同
役
相
談
之
上
申
出
候
様
ニ
と
、
又
々

御
口
達
御
座
候
間
、
此
段
得
御
意
候
条
御
存
寄
御
付
札
に
て
可
被
仰
聞
候
、
御
覧
御
順
達
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　

重
ニ
成
リ
消
ス

（
三
〇
九
）

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
師
本
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
八
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
吉

右
ハ
、
村
方
ニ
人
別
有
之
者
ニ
候
哉
有
無
之
儀
、
御
答
ニ
被
仰
聞
候
様
致
度
及
御
掛
ケ
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
町
方

　
　
　
　
　
　

石
神
御
郡
方

　
　
　
　
　
　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
　

　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　

　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　

　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　

　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　
　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　　
〃　

　（
三
〇
八
）

＊
つ
る
し
人
別　

領
外
へ
出
た
者
を
人
別

帳
か
ら
す
ぐ
除
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま

ま
保
留
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
。
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（
三
一
〇―

一
）

願
王
院
瑞
龍
拝
之
儀
、
昨
日
得
御
意
候
所
、
来
ル
廿
一
日
相
成
候
旨
御
用
人
衆
よ
り
別
紙
三
通
之
通
申
来
候
間
、
宜
御

取
扱
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

小
原
忠
次
郎
様　

入
江
忠
八
郎
様　

加
藤
孫
三
郎
様

（
三
一
〇―

二
）

願
王
院
瑞
龍
等
参
拝
ニ
付
、
歩
伝
馬
之
儀
、
昨
日
申
達
候
所
、
別
紙
之
通
来
ル
廿
一
日
、
晴
雨
不
拘
参
拝
之
筈
、
其
筋

よ
り
申
出
候
条
、
御
申
合
宜
御
執
計
可
被
成
候
、
尚
又
御
賄
之
儀
別
紙
之
通
ニ
有
之
候
条
、
是
又
入
江
忠
八
郎
方
へ
御

達
之
儀
旁
宜
御
執
計
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　

四
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
忠
蔵

　
　
　
　
　
　

藤
田
次
郎
左
衛
門
様

（
三
一
一
）

　
　
　
　
　

覚

一
、
案
内
同
心　
　

弐
人　
　
　
　

一
、
出
家　
　
　

弐
人

一
、
侍　
　
　
　
　

四
人　
　
　
　

一
、
徒　
　
　
　

弐
人

一
、
下
人　
　
　
　

拾
三
人

右
、
明
十
九
日
願
王
院
瑞
龍
参
拝
ニ
付
、
馬＊

場
・
太
田
両
村
之
内
ニ
而
御
賄
相
済
候
様
仕
度
申
出
候
所
、
今
十
七（
日
脱
ヵ
）雨天

に
て　

御
祭
礼
ニ
渡＊

御
御
延
引
ニ
相
成
候
付
、
来
ル
廿
一
日
晴
雨
ニ
不
拘
参
拝
仕
候
旨
、
此
段
御
代
官
方
江
御
断
可
被

下
候
、
以
上

　
　
　

巳
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
宮

（
三
一
一
）

＊
馬
場
（
村
）　

ば
ば
村
（
久
慈
郡
）。
大

里
組
に
属
す
る
。現
常
陸
太
田
市
馬
場
町
。

里
川
の
西
に
あ
り
、
水
戸
か
ら
棚
倉
へ
の

街
道
筋
に
あ
た
る
。

＊
渡
御　

と
ぎ
ょ
。
神
社
の
神
輿
（
み
こ

し
）
が
進
む
こ
と
。
神
輿
が
神
社
を
出
て

氏
子
中
を
回
る
こ
と
。


